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１． 基本的な事項 

 

（１） 町の概況 

ア 町の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

 七宗町は、岐阜県の中南部に位置し美濃地方に属している。北は飛騨地方に隣接し東濃、中濃、

飛騨に囲まれた地域である。地勢的には山間部であるが、町の南側は川辺町、濃尾平野の北端は

八百津町となっており、平野から山間部の境界に位置する町と言える。 

 交通条件としては、木曽川水系の飛騨川が町の南端を流れ、この川に沿って日本海側と太平洋

側を結ぶ重要な国道４１号とＪＲ高山本線が走っている。また、町内の基幹道路としては主要地

方道可児金山線、主要地方道関金山線と平成８年に県道神渕富加線が主要地方道富加七宗線に昇

格したことにより３路線となった。 

 七宗町は豊かな自然に恵まれ、特に飛騨木曽川国定公園内の飛騨川沿いの「飛水峡」は河川美

を誇る景勝地であり、このほか神渕川をはじめとする中小河川が扇状に伸びこの流域に集落があ

る。町域は東西、南北に約１２ｋｍの広がりを持ち面積は９０．４７ｋ㎡であるが、山林原野が

約９１％を占め、宅地面積は全体の約１％となっている。 

  気候は、一般に太平洋岸性気候に属するが平野部に比較すると準内陸性の山間気候である。夏

季は真夏日が続くことがあり、また、冬季の寒気は厳しいものがある。また４月下旬から５月上

旬にかけて遅霜により農作物に大きな被害を与えることがある。 

 年間降雨は夏季に集中しており、梅雨から台風時の６月から９月にかけて集中豪雨となるとき

もある。一方冬季降雪は少なく積雪が続くことはまれである。しかし、近年は温暖化による気候

変動の影響により異常気象の状態がある。 

 七宗町は昭和３０年に武儀郡神渕村と加茂郡上麻生村が合併し加茂郡七宗村に改称し、翌３１

年に下麻生町の一部の中麻生地区を編入して現在の町域となった。 そして昭和４６年に町制施行

をし、現在の七宗町となっている。 

 広域圏では可児市と美濃加茂市を中心とする２市７町１村で構成する可茂地域に属している。

美濃加茂市まで町の中心地から１７Ｋｍ、県都岐阜市までは４５Ｋｍ、名古屋市までは５９Ｋｍ

である。しかし町の中心地が南端部にあるため北端の地域から美濃加茂市までは３２Ｋｍとなっ

ている。道路改良が進んできたものの上麻生地区と神渕地区を結ぶ最重要幹線道路である可児金

山線の改良が遅れていたが、平成２７年度から工事着工となり事業を進めている。 

  平成２３年度から中心市である美濃加茂市を中心として「定住自立圏の形成に関する協定書」

を締結し、広域的な基盤整備を一層推進し地域の発展を目指している。 

  町の産業は、以前は林業活動が地域住民の生活と深い関わりを持っていた。しかし、林業経営

にかかる生産コストの増大や木材価格の低迷などから林家の経営意欲は減退し、さらに生産活動

が停滞し高齢化が進んでいる。 
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また、農業についても、小規模経営が多く、後継者不足が進んでいる。現在はサービス関連な

ど３次産業の労働者人口が増加している。 

 

イ 町における過疎の状況 

 本町は、平成１２年度に新たに過疎地域自立促進特別措置法の指定を受け、さらに平成２２年

度の措置法の延長により６年間の指定を受けた。また、平成２３年３月の東日本大震災により執

行期間が５年間延長され現行法の有効期限は、平成３３年３月末までとなった。人口の減少につ

いては、少子化と若者の都市への流出により減少しているため、少子化対策としての子育て支援

や町営住宅整備などを実施している。 

 しかしながら、人口の減少は止まらず、出生率の低下、若者の都市への流出により高齢化現象

は急速に進んでいる状況である。今後は、積極的な道路整備、地場産業の振興、優良企業の誘致、

住環境の整備や子育て支援の充実等により若者の定着を促進し、活力あるまちづくりに取り組む

必要があるほか、超高齢化社会に対応し得る福祉施策等を積極的に推進しなければならない。 

 

ウ 町の社会経済的発展の方向の概要 

  本町の農業は、経営面積が小規模なうえ農家全体に占める第２種兼業農家の割合が高く、農業

に対する意欲も全体的に乏しい状況となっている。さらに農産物の生産調整、農産物の輸入自由

化などによる価格の低迷や農業就業者の高齢化等による後継者不足といった構造的変化をきたし

ている。このため、地域の特性を生かし、生産性の高い複合経営や創意工夫に富んだ個性ある産

地づくりを進めるとともに、機械化や共同利用組織の育成、農産物の付加価値を高めるための加

工組織の育成に努める必要がある。 

  本町の工業は、木材製品製造、機械器具加工組立型産業を中心に多くは小規模な経営形態にあ

り、労働力は十分とはいえない状況にある。今後の経済活性化を図るため、地場産業・既存工業

の経営の近代化や合理化を促進するとともに、経済社会の変化に対応できる体質強化を図ること

が必要となっている。 

 町民の一人一人が自発的な学習に努め、生きがいと共生をめざすための知識や教養の習得、ス

ポーツ活動、グリーンツーリズム、健康増進施設などの整備を図る必要がある。 

 このような状況のなか国、県、七宗町まち・ひと・しごと創生総合戦略、七宗町第５次総合計

画を踏まえた、住民参加によるまちづくりが必要である。 
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（２） 人口及び産業の推移と動向 

 

ア 人口の推移と動向 

 国勢調査による人口の推移は、表１－１（１）のとおりであり、総人口は減少している。住民

基本台帳登録者数（表１－１（２）参照）も同様に減少が毎年続いている。また、（表１－１（３）

参照）今後の人口について七宗町まち・ひと・しごと創生総合戦略人口ビジョンで推計した５年

ごとの推計においても、人口減少は続くと推計される。その大きな原因となるのは若者の転出に

よるものである。人口推移の中でも０－１４歳の人口の減少が大きく、これは全国的な少子化に

加えて新婚夫婦の減少によるものである。反面、６５歳以上の高齢者の増加率は高くなっており、

平成２２年の国勢調査の高齢者比率は全国平均２３．０％、岐阜県２４．１％であるが、本町は

３６．５％と高く高齢化が進んでいる。 

また平成２７年３月末の住民登録者数における高齢者の比率は４０．７％となり高齢化が特に

進んでいる。 

 本町への新たな企業等の自主的進出は地勢的に期待できないが、可茂地域の中心部や岐阜地域

への通勤圏域であるため転入による増加を期待している。しかし全国的な少子化により本町の高

齢者比率はさらに上昇することが予想される。 

 

 

 表 1－1(1) 人口の推移（国勢調査）  

区  分 
昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和 55 年 

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総 数 
人 

7,721 

人 

7,168 

％ 

△ 7.2 

人 

6,688 

％ 

△ 6.7 

人 

6,569 

％ 

△ 1.8 

人 

6,435 

％ 

△ 2.0 

0 歳～14 歳 2,724 2,076 △23.8 1,624 △21.8 1,444 △11.1 1,357 △ 6.0 

15歳～64歳 4,199 4,292 2.2 4,188 △ 2.4 4,224 0.9 4,084 △ 3.3 

 うち 

15 歳～29

歳(a) 

1,265 1,321 4.4 1,213 △ 8.2 1,288 6.2 1,107 △14.1 

65 歳 以 上

(b) 
798 800 0.3 876 9.5 901 2.9 994 10.3 

(a)/総数 

若年者比率 

％ 

16.4 

％ 

18.4 
－ 

％ 

18.1 
－ 

％ 

19.6 
－ 

％ 

17.2 
－ 

(b)/総数 

高齢者比率 

％ 

10.3 

％ 

11.2 
－ 

％ 

13.1 
－ 

％ 

13.7 
－ 

％ 

15.4 
－ 
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区  分 
昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成 17 年 

実数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総  数 
人 

6,527 

％ 

1.4 

人 

6,097 

％ 

△6.6 

    人 

5,748 

    ％ 

△5.7 

    人 

5,234 

    ％ 

△8.9 

人 

4,870 

％ 

△7.0 

０歳～14歳 1,300 △4.2 1,091 △16.1 904 △17.1 702 △22.3 577 △17.8 

15歳～64歳 4,176 2.3 3,754 △10.1 3,401 △9.4 2,987 △12.2  2,656 △11.1 

 うち 

15歳～ 

 29歳(a) 

 

996 

 

 

△10.0 

 

 

924 

 

△7.2 

 

 847 

 

△8.3 

 

697 

 

△17.7 

 

603 

 

△13.5 

65歳以上 

(b) 
1,051 5.7 1,252 19.1 1,443 15.3 1,545 7.1 1,637 6.0 

(a)/総数 

若年者比率 

％ 

15.3 
－ 

％ 

15.2 
－ 

    ％ 

14.7 
  － 

    ％ 

13.3 
  － 

％ 

12.4 
－ 

(b)/総数 

高齢者比率 

％ 

16.1 
－ 

％ 

20.5 
－ 

    ％ 

25.1 
  － 

    ％ 

29.5 
  － 

％ 

33.6 
－ 

区  分 
平成22年 

実 数 増減率 

総  数 
人 

4,484 

％ 

△7.9 

０歳～14歳 459 △20.5 

15歳～64歳 2,388 △10.1 

 うち 

15歳～  

29歳(a) 

 

500 

 

△17.1 

65歳以上(b) 1,637 0 

(a)/総数 

若年者比率 

％ 

11.2 

－ 

(b)/総数 

高齢者比率 

％ 

36.5 

－ 
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表１－1(2) 人口の推移（住民基本台帳） 

                                       

区    分 
平成 26 年 3 月 31 日 平成 27 年 3 月 31 日 

実 数 構成比 増減率 実 数 構成比 増減率 

総 数 

（外国人住民除く） 

人 

4,283 
－ 

％ 

△9.1 

人 

4,173 
－ 

％ 

△2.6 

男 

（外国人住民除く） 
2,036 

％ 

47.5 

％ 

△10.3 
1,995 

％ 

47.8 

％ 

△2.0 

女 

（外国人住民除く） 
2,247 

％ 

52.5 

％ 

△8.0 
2,178 

％ 

52.2 

％ 

△3.1 

 

参 

考 

男（外国人住民） 16 
％ 

45.7 
－ 3 

％ 

15.8 

％ 

△81.3 

女（外国人住民） 19 
％ 

54.3 
－ 16 

％ 

84.2 

％ 

△15.8 

 

表１－１（３）人口の今後の見通し 

資料）まちひとしごと創生七宗町人口ビジョンより 

区分 
平成 12 年 3 月 31 日 平成 17 年 3 月 31 日 平成 22 年 3 月 31 日 

実 数 構成比 実 数 構成比 増減率 実 数 構成比 増減率 

総数 
人 

5,519 
－ 

人 

5,154 
－ 

％ 

△6.6 

人 

4,713 
－ 

％ 

△8.6 

男 2,671 
％ 

48.4 
2,500 

％ 

48.5 

％ 

△6.4 
2,271 

％ 

48.2 

％ 

△9.2 

女 2,848 
％ 

51.6 
2,654 

％ 

51.5 

％ 

△6.8 
2,442 

％ 

51.8 

％ 

△8.0 

区分 
平成 27 年 平成 32 年 平成 37 年 平成 42 年 

見込 構成比 見込 構成比 増減率 見込 構成比 増減率 見込 構成比 増減率 

総数 
人 

4,144 

 人 

3,818 

 % 

△7.8 

人 

3,532 

 ％ 

△7.5 

人 

3,277 

 ％ 

△7.2 

年少

人口 

 

397 

％ 

9.6 

 

350 

% 

9.2 

% 

△11.8 

 

335 

％ 

9.5 

％ 

△4.3 

 

324 

％ 

9.9 

％ 

△3.3 

老齢

人口 

 

1,709 

％ 

41.2 

 

1,700 

% 

44.5 

% 

△0.5 

 

1,648 

％ 

46.7 

％ 

△3.1 

 

1,562 

％ 

47.7 

％ 

△5.2 
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イ 産業の推移と動向 

 本町の産業構造をその労働人口でみると表１－１（４）のとおりである。 

 昭和４０年代に第一次産業の就業人口比率が半数を割り現在では５％を下まわる程となり、昭

和５５年以降、半数を占めていた第二次産業就業人口比率が徐々に減少しており、第三次産業就

業人口比率が増加している。 

 水稲や茶栽培などの農業と林業が町の主要産業であったため、積極的に振興策を図ってきたが

国際化の進展と共に農林業は厳しい状況となり、第１次産業離れが進み後継者不足のため町の振

興策が十分に機能しない状況となっている。 

 しかし、ほ場整備された水田や広大な山林は町の基幹となる生産基盤であり、販売だけに留ま

らず加工から消費者への直接販売により省力化とコスト削減のほか、高付加価値さらに産地ブラ

ンド化を図る必要がある。また、これからは組織の育成強化と経営手法の改善を重点的に推進し

ていく必要がある。 

  本町の第二次産業のうち工業は、木材と木製品、一般機械器具、電気機械器具など、加工組立

型産業を中心に事業所があるが、町内でも大きい規模の２つの事業所が、景気の低迷による本社

の事業縮小により平成２１年度内に本町より撤退してしまい衰退傾向にある。このほか木造建築、

土木工事等建設業も零細企業であり国内をはじめ国際情勢による景気の動向により経営が左右さ

れやすい。しかし木材関連企業については町内に、大きな原材料の供給基盤である森林があるた

め一層の推進を図る必要がある。 

 第三次産業の就業人口比率については、昭和４５年以降増加しているが町内の商店数は減少し

ており、衣類、食料品などは近隣の市や町の大規模店での購入が増加している。国道４１号沿い

にある第３セクターの「ロックタウンプラザ」については、下呂温泉から１時間、名古屋や岐阜

市から１時間～１時半程度と位置的にも好条件ではあるが、東海北陸自動車道・東海環状自動車

道の開通により、交通量の減少がみられるため、今後新たな取組が必要となっている。また主要

地方道関金山線は、全線２車線化により自動車交通量が増加している。こうしたことからバイパ

ス等への進出による商業の活性化も期待できる。  
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 表１－1(４) 産業別人口の動向（国勢調査）                                               

区  分 

昭和 

35年 
昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総  数 
人 

3,673 

人 

3,520 

％ 

△4.2 

人 

3,729 

％ 

5.9 

人 

3,278 

％ 

△12.1 

人 

3,352 

％ 

2.3 

第一次産業 

就業人口比率 

％ 

61.6 

％ 

48.3 
－ 

％ 

31.2 
－ 

％ 

19.3 
－ 

％ 

15.8 
－ 

第二次産業 

就業人口比率 

％ 

15.0 

％ 

26.5 
－ 

％ 

43.5 
－ 

％ 

49.5 
－ 

％ 

51.8 
－ 

第三次産業 

就業人口比率 

％ 

23.4 

％ 

25.2 
－ 

％ 

25.3 
－ 

％ 

31.2 
－ 

％ 

32.4 
－ 

 

区  分 
昭和60年 平成2年     平成7年 平成12年 平成17年 

実数 増減率 実数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減数 実 数 増減率 

総  数 
人 

3,502 

％ 

4.5 

人 

3,090 

％ 

△11.8 

   人 

3,007 

    ％ 

△2.7 

人 

2,473 

％ 

△17.8 

   人 

2,293 

    ％ 

△7.3 

第一次産業 

就業人口比率 

％ 

13.6 
－ 

％ 

7.6 
－ 

   ％ 

10.2 
   － 

％ 

4.8 
－ 

   ％ 

7.3 
   － 

第二次産業 

就業人口比率 

％ 

54.3 
－ 

％ 

56.2 
－ 

   ％ 

51.8 
   － 

％ 

51.5 
－ 

   ％ 

44.5 
   － 

第三次産業 

就業人口比率 

％ 

32.1 
－ 

％ 

36.2 
－ 

   ％ 

38.0 
   － 

％ 

43.7 
－ 

   ％ 

48.2 
   － 

 

区  分 
平成２２年 

実数 増減率 

総  数 
人 

1,921 

％ 

△16.2 

第一次産業 

就業人口比率 

％ 

4.5 
－ 

第二次産業 

就業人口比率 

％ 

42.6 
－ 

第三次産業就

業人口比率 

％ 

52.9 
－ 
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（３）町行財政の状況 

ア 町の行財政の現況と動向 

 七宗町は、町の概況でも述べたように２村合併と１町の一部編入という経過のもとに誕生した

町でいろいろな問題を解決し、町制を施行し現在に至っている。 

 大きく分けると２つの地区になり上麻生地区に昭和３４年役場本庁舎を建設し、神渕地区には

支所を設置し住民サービスに努めている。住民基本台帳については、平成４年１２月から住民情

報システムの導入により、住民票や印鑑登録などについて電算処理をし、戸籍については平成１

５年９月より順次戸籍システムを導入し、本庁で集中管理を行い、本庁支所間はファクシミリに

より事務処理を行っている。また外部委託としては岐阜県市町村行政情報センターへの町税等の

電算処理委託しており、庁内ＬＡＮシステムは平成１０年度に整備し、さらに平成１１年度には

財務、人事給与Ｃ／Ｓシステムを導入しさらに平成２４年度から総合行政情報システムに更新し、

事務処理の効率化を図っている。 

 町職員数については、平成１２年３月に新定員適正化計画の策定と行政改革大綱の見直しを行

い、行政需要の多様化と複雑化に対応するため機構改革や職員の適正配置に努め、平成１６年３

月をもって七宗町診療所を廃止した。職員定数については８５人に削減し、平成２７年４月１日

現在職員数は８２人となっている。 

 町議会の議員定数は、法改正により上限１４名に対し８名となっている。 

 町の普通会計決算の状況は表１－２（１）のとおりであり、平成２５年度の歳出決算額は約３

１．６億円で、そのうち投資的経費については約４．１億円となっている。歳入については国県

支出金や地方交付税、地方債など依存財源の占める割合は大きい状況となっている。今後の歳入

については、景気の動向にもよるが人口減少によりほぼ横這いの状況が見込まれ、自主財源につ

いても大幅な増加が期待できないため、後年度の経常経費の節減と公債負担を考慮し、事業実施

にあたっては補助制度の活用と過疎対策事業債などの優良な起債による健全財政の維持が不可欠

になる。 

 これからのまちづくりは、農林業基盤整備、道路整備のほか、住宅施策、若者のＵ・Ｉ・Ｊタ

ーンを促し、地場産業の振興、優良企業の誘致を図り、活力あるまちづくりを推進しなければな

らない。 

 今後も合理化や簡素化など事務経費の徹底した節減に努めるとともに、財政指針である財政力

指数や経常収支比率、実質公債費比率などの指標による財政分析と長期財政計画を立て健全財政

の堅持につとめる必要がある。 

 

 

 

 

 



                                                      

 9

七宗町行政組織図（平成２７年４月現在） 

行 政 係 

                   総 務 課          管 財 係 

                                防災対策係 

財 政 係 

 

                     税 務 課           収 納 係 

課 税 係 

 

                   企 画 課          企 画 係 

商 工 係 

神 渕 支 所 

保 険 係 

町  長   副 町 長         住 民 課          福 祉 係 

健 康 係 

 

土木建設課           土木建設係 

 

農 林 課          農 務 係 

林 務 係 

 

              水 道 課       水 道 係  

                            下 水 道 係 

 

                 会計管理者          会 計 係   

 

教育委員会     教 育 長     教  育  課          生涯学習係 

学校教育係 

子育て支援係 

議会事務局                                                    保育園 

選挙管理委員会事務局                     給食センター 

監査委員会事務局                        

農業委員会事務局 

固定資産評価審査委員会事務局 
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表１－２(1) 市町村財政の状況                                       （単位：千円、％） 

区   分 平成12年度 平成17年度 平成22年度 平成25年度 

歳 入 総 額 Ａ 

 一 般 財 源 

 国 庫 支 出 金 

 都 道 府 県 支 出 金  

 地  方  債 

  うち過疎対策事業債 

 そ  の  他 

歳 出 総 額 Ｂ 

 義 務 的 経 費 

 投 資 的 経 費 

  うち普通建設事業 

 そ  の  他 

 過疎対策事業費 

歳入歳出差引額 Ｃ（Ａ－Ｂ） 

翌年度へ繰越すべき財源 D 

 実質収支 Ｃ－Ｄ 

４，００５，７７２ 

２，３５３，８４４ 

４２５，０１７ 

３７７，２５８ 

４００，５００ 

５２，４００ 

４４９，１５３ 

３，８１４，４４６ 

１，１７０，５２５ 

１，５６７，８１７ 

１，５３１，８２２ 

１，０１０，２５８ 

６５，８４６ 

１９１，３２６ 

１１，６３２ 

１７９，６９４ 

２，６１５，１８３ 

１，８１３，５４５ 

６１，５２４ 

１５４，３３８ 

２１８，３００ 

７６，４００ 

３６７，４７６ 

２，３８４，１３５ 

１，１５３，０９３ 

１６７，２２６ 

１６７，２２６ 

９８３，３４９ 

８０，４６７ 

２３１，０４８ 

０ 

２３１，０４８ 

３，１３８，６０４ 

２，０８０，０７６ 

２４３，４６１ 

１６６，３６６ 

２３０，１００ 

２３，１００ 

４１８，６０１ 

２，７９３，２５１ 

１，２１５，５２３ 

２９９，００６ 

２９６，５７４ 

１，２７８，７２２ 

３６，９３０ 

３４５，３５３ 

１６，５９７ 

３２８，７５６ 

３，３５２，０４３ 

２，１１０，１３６ 

２５７，２３８ 

１５５，０９８ 

３６０，５００ 

２２７，５００ 

４６９，０７１ 

３，１５６，２２０ 

１，４２１，１６３ 

４０７，３１８ 

４０７，３１８ 

１，３２７，７３９ 

４９０，４３６ 

１９５，８２３ 

１ 

１９５，８２２ 

財 政 力 指 数 

公 債 費 負 担 比 率 

実 質 公 債 費 比 率 

起 債 制 限 比 率 

経 常 収 支 比 率 

将 来 負 担 比 率 

地 方 債 現 在 高 

０．３８ 

１３．０ 

― 

１１．８ 

７６．５ 

― 

３，１０３，８５８ 

０．４３ 

１４．５ 

１２．４ 

９．１ 

８７．９ 

― 

３，９０１，７９０ 

０．３６ 

１４．１ 

１３．４ 

― 

８０．１ 

１８．３ 

３，２８５，１６８ 

０．３０ 

２１．１ 

１３．２ 

― 

８４．２ 

― 

２，８５６，５８８ 

（注）上記区分については、地方財政状況調（総務省自治財政局財務調査課）の記載要領に基づ

き作成した。                

           

イ 町の施設整備水準の現況と動向 

 本庁舎については、平成２年度に庁舎増築と併せて駐車場整備を行っている。神渕支所につい

ては神渕地区の公民館と併設した建物で、平成６年３月に移転改築し地域の拠点として活用され

ている。又、上麻生地区については上麻生公民館があったが、建物が老朽化し、衛生設備も古い

ため、平成１６年度において、「木の国七宗コミュニティーセンター」として改築を行い、地域

の拠点として活用されている。 

 学校教育施設については、上麻生地区の小学校を昭和４１年に上麻生小学校、室兼小学校、川
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並小学校を廃止し、新設上麻生小学校とした。中学校については昭和３８年に川並中学校が上麻

生中学校へ統合し、現在は小学校２校と中学校２校が学校教育施設となっている。中学校校舎は

昭和５２年に危険校舎の指定を受けて統合が検討されてきたが、危機管理の面などから両校建て

替えることとなり、上麻生中学校の移転改築を平成１２年度完了し、神渕中学校については平成

１４年度着工し、平成１６年度において周辺整備をして完了しており、危険校舎の指定は解消さ

れている。 

 小学校については２校ともに耐震などを含めた大規模改修は行ってきている。 

 町立保育所は町内に２カ所あるが、第２保育園については平成５年に移転改築を実施し、平成

１０年度に第１保育園の移転改築を完了している。 

 神渕・上麻生小中学校にあった給食室については、老朽化していたことから、平成２５年度に

おいて給食センターを建設し、両地区の小中学校に配食するほか２保育園の給食も配食を行うよ

うにした。 

 毎日の生活の中で車が必需品になった現在では、道路整備が最大の課題となっており、主要地

方道の道路改良が進んできたものの、上麻生地区と神渕地区を結ぶ最重要幹線道路、主要地方道

可児金山線及び神渕間見地区から主要地方道可児金山線に合流する主要地方道富加七宗線の改良

が遅れているため、県に対しても早期改良を強く要望し、これらの主要道路につながる町道等の

改良整備も引き続き進めなければならない。 

 農林業は、町の主要産業として振興しているが、農産物の輸入自由化による経営の悪化に加え

て木材の市場価格の低迷により、農地や山林が管理不足により荒廃し、さらに後継者不足も深刻

化している。しかし、ほ場整備された農地と恵まれた山林を有する本町では、今後も農林業の基

盤整備の推進と経営の組織強化、機械化等による企業経営を推進する必要がある。 

 余暇利用施設として平成８年４月に「日本最古の石博物館」開館、翌年には第３セクターの「有

限会社 七宗町ふるさと開発」を設立し、「ロックタウンプラザ」で町内の特産品の販売を行って

いる。また同時期に建設省の道の駅である「ロックガーデンひちそう」が整備された。今後は加

工施設での特産品開発研究を積極的に推進しなければならない。施設整備で町の活性化を図るに

は限度があり、組織の育成はもとより住民の意識の高揚を図り町全体で取り組み、過疎地域の自

立活性化を展開する必要がある。 

 公共施設の整備状況については、表１－２（２）のとおりであり、指数は向上しているが道路

改良率や舗装率は低いため今後重点整備を進め、下水道整備については高額な公共投資となるた

め後年度の財政負担を考慮して推進する。 
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 表１－２(2) 主要公共施設等の整備状況                                                  

区   分 
昭和45 

年度末 

昭和55 

年度末 

平成2 

年度末 

平成12 

年度末 

平成22 

年度末 

平成 25 

年度末 

市 町 村 道 

  改 良 率 （％） 

  舗 装 率 （％） 

耕地１ha当たり農道延長（ｍ） 

林野１ha当たり林道延長（ｍ） 

水 道 普 及 率 （％） 

水 洗 化 率 （％） 

人口千人当たり病院、 

診療所の病床数   （床） 

 

１４．０ 

２．５ 

３６．９ 

４．８ 

０．０ 

１９．３ 

 

０．０ 

 

２４．９ 

７．７ 

４８．３ 

６．６ 

７５．２ 

５２．４ 

 

０．９ 

 

４１．５ 

２４．３ 

１９．２ 

６．３ 

９５．０ 

６７．８ 

 

１．０ 

 

４５．７ 

４６．４ 

５７．０ 

８．４ 

９９．３ 

５１．８ 

 

１．１ 

 

４５．７ 

５５．０ 

８３．２ 

８．４ 

９９．２ 

７４．６ 

  

０．０ 

 

４６．０ 

５６．９ 

８４．９ 

８．４ 

９９．１ 

８３．４ 

 

０．０ 

（注）１ 上記区分のうち「水洗化率」以外のものについては、公共施設状況調（総務省自治財

政局財務調査課）の記載要領に基づくものであること。 

    ２ 上記区分のうち「水洗化率」については、次の算式により算定すること。なお、基準

日はその年度の３月３１日現在とする。また、ＡからＨまでについては公共施設状況調

の記載要領に、Ｉについては一般廃棄物処理事業実態調査（環境省大臣官房廃棄物・リ

サイクル対策部廃棄物対策課）の記載要領による。 

            水洗化率＝（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）／Ｊ 
              Ａ：当該市町村の公共下水道現在水洗便所設置済人口    
       Ｂ：当該市町村の農業集落排水施設現在水洗便所設置済人口  
       Ｃ：当該市町村の漁業集落排水施設現在水洗便所設置済人口 
       Ｄ：当該市町村の林業集落排水施設現在水洗便所設置済人口 
       Ｅ：当該市町村の簡易排水施設現在水洗便所設置済人口  
       Ｆ：当該市町村の小規模集合排水処理施設現在水洗便所設置済人口  
       Ｇ：当該市町村のコミュニティ・プラント処理人口  
              Ｈ：当該市町村の合併処理浄化槽処理人口  
              Ｉ：当該市町村の単独処理浄化槽処理人口（※）人 
              Ｊ：当該市町村の住民基本台帳登載人口  
        ※処理状況調査票〔市町村用〕中、「浄化槽人口」から「合併処理浄化槽人口 

（農業集落・漁業集落排水処理施設人口含む）」を差し引いた数値。 
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（４）地域の自立促進の基本方針 

ア 重点を置く施策 

 自然と調和した快適な生活を営み、おもいやりとやすらぎのある健康・福祉のまちづくり、学

びと文化が身近なふるさとづくりは、町民みんなの願いである。七宗町第５次総合計画が目標と

するまちの将来像は「住みたい 帰りたい 訪れたい 美しいまち ひちそう」この新しいまち

づくりを町民一人ひとりが夢と希望をもって、全町一体となってめざすべき統一理念としている。 

 余暇の時代、情報化の時代、国際化の時代の中にあって、本町の人口の減少と高齢化による過

疎化からの自立に向けた施策、振興方針を推進しなければならない。 

 このため、まちの自然や歴史などの特色を生かし自主的かつ主体的に町に住む人々が活力ある

町づくりに参加できるような社会を作る必要がある。 

 これまで積極的に進めてきた社会基盤の整備に加え、培われてきた産業基盤の今後の方向を十

分に踏まえ、加えて、東海・東南海地震等の発生が危惧される中、公共施設等の耐震化を施工し

つつ、過疎地域の活性化にあたっては全ての行政施策が機能的に結びつき、円滑に推進すること

が第一の条件であるが、重点的、戦略的な投資をするプロジェクトも明確にする必要があるので、

計画の策定にあたっては次のような施策に重点を置いてまちづくりを推進する。 

  

①  交流を生み出す安全で便利な生活基盤づくり 

 ・道路交通網の整備 

   住民生活や産業活動の利便性、安全性を高めるためには、幹線道路の整備は急務である。

特に東海環状自動車道へのアクセス道でもある主要地方道可児金山線、富加七宗線の全線が

２車線改良されることが、地域住民の最大の願いであり、過疎地域としての最大の課題であ

る。 

   町においては、この事業実現のため最大の努力をすると共に、幹線道路から各集落へのア

クセス道路の整備等を推進する。又、東海・東南海地震等の発生が危惧される中、橋りょう

の耐震補強についても、計画的に実施する必要がある。 

 ・情報通信網の整備 

   本町における急務の課題は、過疎からの脱却、地域の活性化である。この柱は若者定住対

策といっても過言でなく、この施策を推進するに対しては生活環境の整備、道路網の整備な

ど総合的な施策が必要であり、高度情報化社会における情報サービスメディアの一つであり、

快適な生活環境整備、活力ある社会経済環境整備の一つであるＣＡＴＶや光ファイバーを利

用したブロードバンド化により情報通信をさらに整備し過疎地域の活性化を図る。 

 

②  自然と調和した快適で潤いのある環境づくり 

 ・町営住宅等と宅地の整備 

   住宅は町民が安定した豊かな生活を営むための基盤となるものであり、人口の定着化を促
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進させる重要な要素の一つである。豊かな自然に恵まれた環境の良さや、今後のＵ・Ｉ・Ｊ

ターンの促進により住宅需要が高まるため、適切な開発指導のもと新規住宅の確保に努める

とともに、町営住宅については町営住宅建替計画に基づき、特に若者向け住宅の整備を図る

ことにより定住化を促進する。 

 ・汚水処理施設の整備 

   本町の優れた自然環境の保全とともに、全ての町民が快適で文化的な生活が営めるよう「七

宗町下水道基本構想」に基づく汚水処理施設整備事業の計画的な整備を進めるため、下水道

基本計画により、これまでに農業集落排水事業、小規模集合排水事業などによる整備を進め

てきた。今後はこのような集合処理の見込まれない地域での合併処理浄化槽の整備と普及を

促進する。 

 ・簡易水道等の整備 

   生活様式の変化などにより水の需要は年々増加する傾向にある中で、長期的な水需要の予

測にたって水資源の確保と併せて供給施設の計画的整備により全町域にわたって安全でおい

しい水の安定的供給を行うため、浄水施設の改修、配水管網の整備見直し、配水池の増設、

老朽管の布設替を計画的に推進し、漏水水量の減少と有収率の向上を図る。 

 ・消防、防災対策の充実 

   東海・東南海地震等の発生が危惧される中、町道を含めた公共施設の耐震補強を実施する

必要がある。又、本町は豊かな自然環境に恵まれている反面その地形的条件から、風水害な

どによる大きな被害を被った歴史がある。このため町民の生命、財産を守るため万一の事態

に備えた防災体制の強化と消防力の強化を図るため、消防団の充実、消防車輌、小型動力ポ

ンプ、資材などの計画的な更新を進めるとともに、防火水槽、消火栓などの消防水利の計画

的な整備、配置、自主防災組織の育成を図る。 

  

③  健康でいきいきと暮らせるおもいやりの福祉づくり 

  ・医療、介護、保健、福祉サービスの一体的提供 

   本町の医療及び介護施設は３医院、１歯科医院及び３カ所の介護施設があり、住民の医療

及び介護サービスを提供している。 

   疾病を抱えても、住み慣れた地域で自分らしく生活できるよう、管内医療機関及び介護施

設などの協力を得ながら、医療、介護、保健、福祉の関係機関が連携し、サービスの一体的

提供をめざす。 

   そのために必要な施設整備やサービスの資源の充実を図りながら過疎地域の包括的なサー

ビスの提供に努める。 

  

④  個性と創造性を育むこころ豊かなひとづくり 

 ・学校教育施設の充実 
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   ゆとりのある教育環境の創造と安全な教育環境の創出を図るため、上麻生中学校校舎を含

めた施設の建替を平成１２年度に完了し、引き続いて神渕中学校校舎等施設の改築を周辺整

備も含め平成１６年度に完了した。また、ゆとりとうるおいのある良好な教育環境を維持、

確保するために上麻生、神渕両小学校については、耐震補強を含め大規模改修をはじめとし

た校舎の改修を計画的に推進した。今後は、情報化教育等の新たな教育への的確な対応がで

きるよう、パソコンをはじめとした情報教育機器の更新を含めた整備充実を図る。 

 ・住民参画によるまちづくりと生涯学習の充実 

   住民自らが、身近な地域の道づくり、環境問題等に関して積極的にまちづくりに参加し、

自治意識の高揚を図りながら行政との連携体制を強化するために、地域で展開される自治活

動など住民活動の拠点施設として、また住民が「いつでも、どこでも、だれでも、何からで

も」学習できる生涯学習活動を支援する環境づくりの場として、神渕公民館及び木の国七宗

コミュニティーセンターを拠点施設として有効活用を図る。 

  

⑤  地域資源を生かした魅力と活力あふれる産業づくり 

 ・農業生産基盤の整備 

   生産基盤である農用地の有効利用とその保全を図り、農用地の流動化、認定農業者への利

用の集積化を促進するため、農道の改良、舗装、用排水路改修などの整備を計画的に推進す

る。また、農業への理解と農産物の需要拡大を図るため、観光事業と連携しロックタウンプ

ラザを拠点に生産者と消費者が新鮮で安全な農産物を介して交流できる青空市場の充実を図

り、さらに、農村文化を後世に引継ぐよう生産基盤の整備を図る。 

 ・林業生産基盤の整備 

   林業については、適正な森林管理を前提に、保育、間伐などの森林の適正な維持管理や作

業の機械化、森林空間の総合的な利用などに対応できるよう、林道網の整備を計画的に推進

する。また、森林がもつ水源涵養、土砂崩壊防止などの国土保全機能の維持を図り、木材生

産機能と公益的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、計画的な保育施業と併せて複層林

の整備を図る。 

 ・観光の振興 

   日本最古の地「日本最古の石博物館」を拠点とした、飛水峡フィールドミュージアムの機

能を充実させるため、ふれあいの里公園と飛水峡の周遊遊歩道等の周辺整備を図り、都市住

民と町民との心ふれあう交流の場づくりに取り組む。 

 ・地域おこし協力隊員 

   地域おこし協力隊員による、町外からみた本町の魅力、地元特産品の掘り起こしや、

新たな特産品の開発、地域活動の促進、町外へのＰＲ等により活性化をはかる。 

 

⑥ 参画と協働による自主・自立のまちづくり 
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 ・住民参画の促進 

  これからのまちづくりには今まで以上に町民一人ひとりの自治意識の醸成が求められ

るほか積極的な社会参加や一層の相互扶助の精神が求められています。 

今後は、町民の愛郷心や連帯感を新たなコミュニティー活動の中で醸成し、町民の自

主的な活動に対する支援と育成を図っていく必要があります。 

  また、町民と行政とのコミュニケーションを円滑にし、相互の理解と信頼関係を深め

るため、広報・広聴活動の充実に努めるとともに、情報の提供に努める必要がある。 

イ 産業振興の推進 

  農業は、農家人口の減少や兼業化や高齢化が進んでいるが、今後は農地台帳システムの運用を

図ることにより優良農地を活用し、野菜等高収益農業の奨励を積極的に進め、生産と流通が一体

となった七宗町の農産物のブランド化や営農体制の確立を一層図り、農産物の加工開発の育成支

援など農業の活性化を推進する。 

  林業については、生産性の向上と森林の多目的利用を図るため、林道網の整備など生産基盤の

充実、計画的な造林や保育事業の実施、経営の近代化に努める。また、特用林産物の生産拡大や

特産品の開発などのほか、森林空間を生かした自然体験交流施設の整備や拡充を推進する。 

  漁業については、飛騨川、神渕川を活用し観光との複合的な発展を目指すとともに、特産品開

発を推進する。 

  本町の商業については、都市サービス機能として地域商業の中核となる商業機能の形成が十分

でないことから、商業団体の活動の近代化を促進し、事業の共同化や合理化等経営の近代化が進

むように支援するとともに、共同店舗などを核とする魅力ある商業集積の確立も検討する必要が

ある。農林産物等の特産品販売のほか、観光に結びついた商業の振興を推進する。 

  工業は、交通立地条件の向上等に伴い、広域的視点からの工場誘致を促進するとともに、地域

農林産物等の地域資源を活用した企業の育成に努め、付加価値の高い製品を開発するような産業

の振興を図り、既存企業の体質強化と近代化を促進する。 

  観光・リゾートの振興は、これまで地域間交流を軸とした振興に努めてきたが、今後も定住や

交流人口の増加を含め町の総合的な発展につながる主要な分野として積極的に取り組み、一層の

魅力化を図るため、新たな観光・リゾート資源の創出や既存資源の整備拡充を行い、自然体験型

観光・リゾート地としての魅力化を重点的に進め、他産業との連携を推進する。 

 

ウ 土地利用及び施設整備 

 効率的な土地利用による魅力ある生活基盤の形成は町にとって必須の要件であり、平地の少な

い本町にとっては、限りある資源であり、町民の生活や生産活動の共通の基盤である町土が計画

的に利用されるよう、町の自然、社会、経済、文化といった諸条件を配慮しつつ、地籍調査を計

画的に実施し、うるおいのある生活環境の確保と町土の均衡ある発展をめざして、総合的、計画

的な土地利用を図る。 
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 施設整備については、広域的に整備を必要とする施設等については、関係する広域圏との十分

な調整や検討を行い、県の長期総合計画を基に、また指導を得ながら適切な規模で最も効果的な

位置に建設整備する。 

 

土地利用の現況                                    （単位：ｈa） 

田 畑 樹園地 採草地 宅地 山林原野 その他 総面積 

139 78 0 0 133 8,262 435 9,047 

                                    （岐阜県農林水産統計年報・概要調書） 

エ 自立促進の施策 

  地球環境に対して大きな関心がはらわれている中で、優れた自然環境を保有する七宗の特色を

生かし、良好な生活環境と美しく衛生的なまちづくりが必要であり、様々な交流活動を進める上

で町民のための憩いの場づくりとして、公園や緑地の整備と充実を図り、公園の適正配置をはじ

め全町を公園と見立て、まちぐるみの公園化、緑化を図る。快適な空間づくりに努め、田園景観

なども環境資源ととらえ、その保全と活用に努める。下水道や排水路の整備をはじめ、合併浄化

槽等による家庭雑排水の処理体制の充実を図る。緑や花がいつも身近にある良好な環境づくり運

動を活発に展開し快適環境を確保し、情報化社会の進展に対応して地域情報化の方策を研究し、

パソコン通信等の高度情報システム基盤の整備を検討し、通信等による地域間交流の充実を図る。 

 

オ 地域再生計画等の活用 

 当町の活性化において、町の約９１％を占める山林を利用、有効活用するための、構造

改革特別区域計画や地域再生計画等を積極的に取り入れ、過疎地域からの自立を目指す。 

 

カ 基本方針決定への住民参加 

 本町が過疎地域自立促進特別措置法の期間延長による指定を受け、今回の計画策定に当たって

は、法適用を住民に周知し、意見を取り入れるとともに、この制度の有効活用により過疎地域か

らの自立を目指している。 

 

（５）計画期間 

計画期間は、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５箇年間 

 

（６）公共施設等総合管理計画との整合 

 町民ニーズを考慮した適正な公共サービスを提供していくため、以下の７つの基本方針

を定める。 

①点検・診断等の実施方針 
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公共施設等を適切に利用し、性能を十分に発揮させるには日常的・定期的に点検・診断するこ

とが重要となる。  

公共施設等については、その利用状況、自然環境及び経年変化等に応じて、劣化や損傷の進行

が異なることから、各施設の特性等を考慮した上で、対症療法的な事後保全ではなく計画的な予

防保全の視点から点検・診断を実施する。  

点検・診断の実施結果は、今後の維持管理等に活用するため、適切に収集・蓄積・管理を行う。  

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

施設の重要度や劣化状況、利用者の変化などに対応する公共施設等のあり方や、機能の見直し

に応じて長期的な視点で優先度をつけ、計画的に改修・更新を行う。  

改修・更新の実施にあたっては、既存施設との集約化や小規模化及び設備の省エネ化などを十

分検討し、初期費用及び維持管理運営費用を検証したうえで総合的に判断する。  

不具合が生じてから必要となる修繕などを行う対症療法的な維持管理から、計画的な点検、診

断及び修繕などを行う予防保全的な維持管理への転換を推進する。 

③安全確保の実施方針 

日常的・定期的な点検・診断結果に基づいて、公共施設等の劣化状況を把握するとともに、災

害などに備え、ソフト・ハードの両面から安全性の確保を図っていく。  

安全の確保にあたっては、防災拠点であるか、多くの住民の利用がある施設であるかなどの視

点から、優先度を検討する。 

④耐震化の実施方針 

  公共施設等については、平常時における利用者の安全を確保するとともに、災害時には防災拠

点や避難所としての機能が求められ、耐震性を確保する必要がある。 

災害時における拠点施設としての機能確保の観点から、必要となる公共施設等の耐震改修整備

を重要度・優先度に応じ計画的・効果的に推進する。 

⑤長寿命化の実施方針 

 公共施設等については、耐用年数までの使用を可能とするため、定期点検や修繕による予防保

全に努めるとともに、計画的な機能改善による施設の長寿命化を推進する。  

今後とも継続的に利用が見込まれると判断される施設については、維持管理経費や利用状況を

考慮しつつ長寿命化を推進することで、更新費用の削減に努める。 

⑥統合や廃止の推進方針 

将来の更新費用などの圧縮を図る観点から、施設需要の変化に応じて質と量を最適化す

ることが必要となる。 

人口の推移や財政状況、近隣施設、施設の整備状況・運営状況・利用率に照らして、本

計画を推進していく。 

⑦総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

今後、公共施設等を良好な状態で保持し、将来に引き継いでいくために、公共施設等に関する



                                                      

 19

情報の一元的な管理や、各所管課にとらわれず、総合的かつ計画的な維持管理を実現するため体

制の整備を行っていく。  

各施設の長寿命化に向け、品質の維持・向上及び継続的な業務改善活動を推進するマネジメン

ト手法である「PDCA サイクル」の確立を推進する。 
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２．産業の振興 

（１）現況と問題点 

  本町の農業は、土地条件の悪い山間地であることから、１戸当たりの経営面積が小規模であり

０．３ｈａ未満が半数を占め第２種兼業農家・自給的農家の割合は９２．３％と高く、また、そ

の大部分が他産業への就労となっていることなどから、農業に対する意欲も全体的に乏しい状況

となっている。加えて、農産物の生産調整、農産物の輸入自由化などによる価格の低迷や、農業

就業者の高齢化等、後継者不足といった構造的変革をきたしている。こうした状況の中ではある

が、収入が上がり魅力ある農業を展開していくことが、将来にわたり農業が生活の基盤として農

村社会の生活に大きな比重を占めていくこととなる。このため、地域の特性を生かし、生産性の

高い複合経営や創意工夫に富んだ個性ある産地づくりを進め、地域ぐるみでの農業生産活動を展

開していくことが重要であるとともに、農用地の流動化や農作業の受委託を推進し、認定農業者

への土地集積を図り、高度利用化を進める必要がある。また、コスト削減や合理化を図るため、

機械などの共同利用組織、畜産、野菜などの生産組織の育成、婦人や高齢者による付加価値を高

めるための農産物加工組織の育成に努める必要がある。さらに今後は、消費者ニーズの多様化や

産地間競争の一層の激化が予想されることから、生産規模の拡大とともに地域の特性を活かした

農産品のブランド化を確立する必要がある。また、流通形態の多様化、個性化が進展するものと

見られることから、多様な流通販売システムを確立する必要がある。このため、農業と観光など

他産業とを結びつけた交流機会の創出や拠点施設の整備に努めるとともに、農村空間を活かした

農業者と都市住民とのふれあい交流事業を展開し、地場産品流通拡大につなげるなど、活力に満

ちた新しい農村地域の形成に努める必要がある。 

 

 

 

農家戸数の推移                            （単位：戸） 

 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 

専 業 農 家 ５０ ７６ ８７ ８０ ７６ ４６ ３４ ３２ 

第１種兼業農家   ５０    ２３    １１    １１    ４２ ９ １２ ７ 

第２種兼業農家  ７４３  ７５４ ６６９  ５４０  ４４８ １９３ １６７ １３５ 

自 給 的 農 家 －  －  －  －  －  ２７０ ３１０ ３３０ 

      計  ８４３  ８５３  ７６７  ６３１  ５６６ ５１８ ５２３ ５０４ 

                                  （農業センサス） 
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経営規模別農家数の推移                                         （単位：戸） 

 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 

0.3ha未満   ３０１   ４４３  ３９７  ３１８  ２８３ ２７１ ３０８ ３３２ 

0.3ha～0.5ha   ２４８   ２５８  ２４５  ２１２  １７９ １５８ １４２ １０４ 

0.5ha～1.0ha   ２５２   １４３  １１３    ９２    ９７ ８６ ６７ ６５ 

1.0ha～2.0ha     ４１       ８      ９      ７      ５ ３ ６ ３ 

2.0ha～3.0ha       １       ２      ３      １      ２    

3.0ha～5.0ha         

5.0ha以上           １     

      計   ８４３   ８５３  ７６７  ６３１  ５６６ ５１８ ５２３ ５０４ 

                                                             （農業センサス） 

 

林業については、本町の森林面積は８，２７３ｈａで、総面積の約９１％を森林が占め、林業

活動が地域住民の生活と深い関わりを持ち今日まで至っている。しかし、林業経営にかかる生産

コストの増大や木材価格の低迷などから林家の経営意欲は減退し、生産活動が著しく停滞してい

るほか、山林作業の厳しい労働条件などからくる林業従事者の減少や高齢化が進んでいる。この

ため、保育、間伐などの管理が適正に行われず、森林の疎放化が懸念されている。こうしたこと

から、林道および作業道の整備を促進し、省力化のための機械を導入するなど、林業経営の効率

化を図り、さらに、計画的かつ組織的な保育を進めるとともに森林の複層林化など多様な森林の

造成と、森林技術者の育成や確保のため、就労条件の整備改善に努める必要がある。また、椎茸

などの特用林産物は、農業との複合作物として重要な位置を占めていることから、経営規模の拡

大を図るとともに、生産から加工や流通などの面で協業化を図り、計画的な安定供給に努め、ブ

ランド品として主産地を形成する必要がある。さらに、森林がもつ水源かん養、土砂崩壊防止な

どの国土保全機能の維持を図りつつ、住民の保健休養の場として、都市と農村の交流の場として

の利用を推進する必要がある。 
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森林面積の推移                                                    （ 単位：ｈａ） 

 昭和５０年 昭和５５年 昭和６０年 平成２年 平成７年 

森林面積  ８，３２８   ８，３２９   ８，３１９ ８，３１２ ８，３３６ 

 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２６年  

森林面積 ８，２６９ ８，２６７ ８，２５５ ８，２７３  

                                                          （岐阜県統計書） 

平成２６年度所有形態別森林面積                           （ 単位：ｈａ） 

 国 有 林 公 有 林 私 有 林 計 

森林面積   １，５１２       ６１７  ６，１４４   ８，２７３ 

                                                      （岐阜県統計書） 

 

  水産業は、飛騨川漁業協同組合により、鮎、あまごなどの放流が行われている。今後は、水産

資源の維持拡大に努めるとともに、特産品としての付加価値を高めていく必要がある。また、観

光部門との連携を強化し、川を活用した親水施設の整備等を進めていく必要がある。 

  工業は、木材や木製品、一般機械器具、電気機械器具など、加工組立型産業を中心に事業所が

立地していたが、その多くは小規模な経営形態にあるため、事業所の統合による撤退、本社機能

の移転により若者などの就労の場が減少した。今日の情報化、ソフト化等による経済社会の急激

な変化に対し、的確な対応を図るには経営体質の強化をはじめとする多くの課題を抱えている。

このため、これらの中小企業の体質強化を促進し、本町の工業の活性化を図ることが必要となっ

ている。また、今後予想される高速交通基盤の整備や周辺市町村の開発動向の進展などに伴い、

広域圏内への新規企業の進出の可能性も高まることが見込まれるため、広域的観点からの工場誘

致を進める必要がある。さらに、本町の恵まれた地域農林産物等の地域資源を活用した、１．５

次産業の開発や育成など、内発的な工業開発への取り組みが必要である。 

  商業は、豊かな消費生活の提供だけでなく定住を促進し、地域に賑わいをもたらす重要な役割

を担った産業であるが、本町の場合は全体として個人経営による零細な小売店舗が多く、また店

舗の連担性も低いことなどから、今日の消費ニーズに対応したものとはなっていないのが現状で

ある。近隣への大型店の進出により、消費者の流出が著しいことや商業者の高齢化が進み、後継

者不足などの問題も生じ厳しい経営環境にある。このため、消費者ニーズに応えられるよう、経

営者の意識改革を図りながら、経営の合理化や近代化と事業の共同化を促進し、豊かな消費生活

の提供に努める必要がある。また、単に商品やサービスの提供の場だけでなく、交流を深め楽し

めるコミュニティの場となる商店街づくりが求められていることから、共同店舗等を核とする魅

力ある商業環境を創出する必要があるほか、高齢化により食料品の移動販売等の基盤を作る必要
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がある。 

  観光については、近年における余暇時間の増大や広域高速道路網を中心とした交通体系の整備

などを背景に、人々の行動範囲は広域化して自由な時間を有効に活用するための空間や施設への

需要が高まっている。こうした中、本町では平成７年度に国道４１号沿いの飛騨木曽川国定公園

内に「日本最古の石博物館」を建設したほか、これに隣接して建設省の「道の駅・ロック・ガー

デンひちそう」の施設が整備された。今後、これらの施設が内外の人々に受け入れられ、十分に

機能していくことが、本町の観光振興を左右する重要な鍵となっている。このため、集客力アッ

プにつながるソフト事業の展開や県内外の施設とのネットワーク化を図るとともに、飛騨木曽川

国定公園を拠点とした観光資源の面的整備を推進する必要がある。一方、今後における観光動向

としては、極力経費を節減し、滞在型施設を兼ねたレクリエーション、スポーツや農作業などの

「体験型」が主流となっている。このため、「ロックタウンプラザ」をはじめ、既存観光資源や

施設の魅力化を図っていくとともに、優れた自然環境や歴史文化などを生かした新たな参加体験

型の観光開発を進め、そういった拠点づくりをめざす必要がある。 

 

（２）その対策 

  農業については、他産業との均衡と共栄を理念に、農業者や農業団体と行政が共通の認識と目

標のもとに、効率的かつ安定的な農業経営を展開していくための地域営農体制の再編強化を進め

るとともに、低コスト農業の確立、企業マインド農家の育成や、そのための生産基盤である農用

地の有効利用を促進し、その保全を図るために兼業農家及び農業経営や維持が困難な農家の農用

地を認定農業者へ利用の集積化を図り、既存農道の改良や舗装、用排水路改修などの整備を計画

的に推進する。消費者ニーズにあった高品質の農産物が提供できる高度技術の導入などを進め、

農産物の加工特産品の開発を推進し、高付加価値化とブランド化を推進する。観光事業と連携し、

子供の農業体験学習や都市住民との交流の場として、体験農園や農村公園などの整備を進めると

ともに、生産者と消費者が新鮮で安全な農産物を介して交流できる青空市場等の開催を促進する。

流通体制の充実のため農産物の販売や消費者への産地直送販売、契約販売、学校給食等への供給

など農業収入の増大による魅力とやりがいのある農業の確立を推進する。 

  林業については、効率的な林業経営と適正な森林管理を前提に、担い手の確保や林業の機械化、

林道など生産基盤の整備等を進めるとともに、木材産業の体質強化や森林の公益的機能の整備を

図り、森林を多目的利用するため自然との調和を図りつつ森林を活用したレジャー施設整備を進

める。都市住民との交流を促進し、活力と魅力に富んだ林業を確立する。松茸や椎茸など特用林

産物生産の振興を図るため、発生環境の整備や栽培技術の普及拡大に努めるとともに、物産館を

通じた流通体系を確立し、収入増による経営の安定化を推進する。 

  水産業については、河川の水質の維持と水辺環境に配慮し、資源管理の適正化に努めるととも

に、観光との連携を図り、魅力ある内水面漁業の振興を推進する。水産資源の高付加価値を図る

ための特産品開発を推進する。 
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  工業については、地場産業や既存工業の活性化を図るため、商工会と連携し、融資制度などの

普及や経営診断、相談、指導により経営の近代化や合理化を促進する。東海環状自動車道をはじ

めとした高速交通網整備による交通立地条件の向上に伴い、可茂地域への工業集積は一層進むと

考えられることから、広域圏内での役割分担も含めた観点からの工場誘致を促進し、雇用機会の

拡大をめざし、地域資源を活用した新たな産業の開発と育成を推進する。 

  商業については、地域住民の消費ニーズに対応し、ショッピングへの利便性と暮らしの文化性

を向上させるため、商店の体質改善や経営の近代化、共同化を促進し、さらに商店街としての魅

力を高めるため、活気あるまちづくり、町の顔づくりの視点に立った商業環境整備を促進する。

今後増加が予想される観光客などの交流人口をターゲットに、魅力ある飲食サービスや宿泊の提

供に努めるとともに、特産品の販売や観光案内などの強化を図り共同店舗、共同イベントの充実

による快適で魅力ある商業環境の形成に努める。また、商工会等の組織的活動の強化を促進する。 

 観光については、本格的な余暇時代にあった魅力ある観光地づくりなど観光振興を図るため、

地域全体の意識の高揚を図り、地域の特性を生かした魅力ある観光振興を図る。「日本最古の石

博物館」を拠点とした、飛水峡フィールドミュージアムの施設を充実するため、２０億年前の石

発見地、飛水峡へのルート化を図り、実際に「触れる・体験する」観光地として整備する。豊か

な自然と農村景観の中で、都市住民と町民との心ふれあう交流の場づくりを推進する。伝統芸能

などの埋もれた資源の発掘を進め、観光として活用する。町の自然や歴史文化をアピールし、町

のイメージアップを図る特色あるイベントを推進する。観光情報発信施設を整備し来訪者にもわ

かりやすい町内全域を網羅する情報システムの整備充実を推進する。宿泊サービスを提供できる

施設の整備を促進し、広域化する観光需要に対応するため、観光資源を有する市町村間のネット

ワーク化を図るとともに、広域的な観光ルートの整備を促進する。 
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（３）事業計画（平成２８年度～平成３２年度）                                                    

自立促進施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備  考 

１ 産業の振興 

  

  

  

(１)基盤整備 

農 業 

中山間地域総合整備事業 

用水路24,排水路6,鳥獣防護柵1 
岐阜県 

    

   

(５)企業誘致 

 
備蓄機能を有する店舗の誘致 七宗町 

 

(７)商  業 

その他 
高齢者の買い物等支援 七宗町 

  

(８)観光又はレ

クリエーション 

地域の特性を生かした観光産業の

育成・PR 
七宗町 

 

観光ツアー等の創設 七宗町 
 

(９)過疎地域自

立促進特別事業 
夏まつりイベント助成事業 七宗町 

 

おいでよふる里まつり事業 七宗町 
 

商工会運営補助事業 七宗町 
 

地域振興券事業 七宗町 
 

（注）市町村以外の者（市町村の出資する第３セクター及び一部事務組合を含む。）が実施する

事業で、当該市町村が経費について負担又は補助するものについても記載すること。   

      この場合、事業内容については、全体の事業内容を記載すること。（代行事業については、

記載不要）                                

     また、地域総合整備資金（無利子資金）貸付制度のように、融資事業に係るものについて

も記載すること。この場合、融資先の事業内容については備考欄に記載すること。                                                            

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

 ①日本最古の石博物館 

本町の主要観光施設のひとつであり、建設後20年を経過している。更新時期までかなりの期間

があるため、今後も継続して適正に維持管理運営を進めるとともに、予防修繕を計画的に進め、

長寿命化を図り、将来コストを抑制していく。  

展示については、利用者が求めるものの変化などを見ながら、更新等について検討する。  
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 ②産地形成促進施設（ロックタウンプラザ） 

本町の主要観光施設のひとつであり、建設後20年を経過し、更新時期までかなりの期間がある

ため、今後も継続して適正に維持管理運営を進めるとともに、予防修繕を計画的に進め、長寿命

化を図り、将来コストを抑制していく。  
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３．交通通信体系の整備、情報化及び地域間交

流の促進 

（１）現況と問題点 

  主要な道路の状況は、国道１路線、主要地方道３路線、県道２路線が基軸になっている。近年、

車社会のめざましい発達とともに、道路整備に対する住民ニーズは高度化、多様化しており、県

土１時間交通圏構想実現への期待感はますます強まっている。 

こうした中、本町の南東端を走る国道４１号は、中部圏における主要幹線道路であり、東名・名

神高速道、東海環状自動車道などへのアクセス道路でもあることから、その重要性を再認識し、

安全で快適な道路整備を促進していく必要がある。本町と他市町とのネットワークの骨格となっ

ているのが、主要地方道関金山線、可児金山線、富加七宗線で、特に可児金山線、富加七宗線に

ついては、１車線区間が多いことから早期に２車線改良が実現できるよう、県に対して強く要望

していく必要がある。さらに車道と歩道用地の確保などについても、関係者の理解と協力が得ら

れるよう、最大の努力を払っていく必要がある。 

 また、高度成長期に一斉に建設された道路ストックが経年劣化し、一斉に修繕や作り直しが発

生する可能性もあることから橋梁の長寿命化に向けて橋梁の点検、修繕等に取り組んでいく必要

がある。 

 

町内の国道県道の状況 （平成２６年度末現在） 

路  線  名 
 実延長 

   ｋｍ 

改良済延長 

      ｋｍ 

改良率 

    ％ 

舗装済延長 

      ｋｍ 

舗装率 

    ％ 

国 道 ４ １ 号     10.4     10.4      100.0     10.4      100.0 

主 要 地 方 道 可 児 金 山 線     12.2     12.2      100.0     12.2      100.0 

主 要 地 方 道 関 金 山 線      8.1      8.0       98.8      8.1      100.0 

主 要 地 方 道 富 加 七 宗 線      4.7      2.5       53.2     4.7      100.0 

県 道 中 野 方 七 宗 線      3.9      1.9      48.7      3.9      100.0 

県 道 上 麻 生 停 車 場 線      0.7      0.5       71.4      0.7      100.0 

県 道 計     29.6     25.1       84.8     29.6      100.0 

                                   （可茂土木事務所） 
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町道は、１９８路線が町内を走っており、本町の経済や社会活動を支えているが、平成２６年

３月現在の整備状況は、改良率４６．４％、舗装率５７．０％となっており、改良、舗装ともに

まだ十分でないことから、通勤通学、買い物など町民の利便性を高めるとともに、交通量の増大

や自動車の大型化に対応できる、安全で潤いのある道路環境を創出していく必要がある。 

 

町道の整備状況    （平成２６年３月現在）               （単位：ｋｍ、％） 

町道種別 路線数 実延長 改良済延長 改良率 舗装済延長 舗装率 

町道１級        ６     15.002     15.002      100.0     11.864        79.1 

町道２級      １０     24.015     11.423       47.6     16.014        66.7 

その他    １８２     75.168     26.584       35.4     37.217        49.5 

計    １９８    114.185     53.009       46.4     65.095        57.0 

                                                             （町土木建設課） 

 農道は、農業生産性の向上を図る上で重要な役割を持つと共に、集落の生活道を兼ね備えた重

要な道路である。 

従来から農道は、ほ場整備などにより整備が行われてきたが、整備区域外の農道については十

分な状況でなく、農道整備を必要とする優良農地が多く残っているため整備をする必要がある。 

 林道整備は作業効率を高める上で必要不可欠である。 

また山々に囲まれ扇状に集落の点在する本町では、峰を越えて開設される林道が集落と集落を

結ぶ重要な生活道路を兼ね備えているため、林業振興とまちづくりのため整備をする必要がある。 

 公共交通機関としては、ＪＲ高山本線が岐阜方面、高山方面に向け走っており、また、上麻生

駅を拠点に町営バス４路線が運行され、町民の通勤、通学を支える重要な移動手段として利用さ

れている。タクシーについては、町内に１社あるが保有台数が２台のため利用者も限られている。

車社会の進展とともに、通勤・通学者のうち通勤者のほとんどが自家用車利用となってきている

ことなどから、ますます公共交通機関離れが深刻となっている。 

このため、鉄道にあっては、より住民生活に密着したダイヤ編成を要望し、利用者の拡大に努

めるとともに、町営バスの運行体制などの充実を図り、利便性を高める必要がある。さらに、町

の玄関口としての駅ならびに駅周辺の整備を促進し、町民に親しまれる環境づくりに努める必要

がある。 
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町内バス路線の状況（平成２６年度末現在） 

路 線 名 路線延長 年間走行キロ 年間乗降客数 備  考 

神渕Ａ線   １６．４ｋｍ  ６４，４３６．７ｋｍ ２２，８２８人  職員数  ６人 

 バス保有台数 

         ５台 

神渕Ｂ線   １４．２ｋｍ  ４７，８１４．８ｋｍ ６，５９１人 

川並線   ９．９ｋｍ  ４４，７０８．４ｋｍ ３，２１２人 

中麻生線     ３．２ｋｍ  ９，３６９．６ｋｍ   １０，０９８人 

計   ４３．７ｋｍ １６６，３２９．５ｋｍ ４２，７２９人 

                                                           （町総務課） 

 電気通信については、近年における通信衛星の利用や光ファイバーなどをはじめとする通信技

術の飛躍的な発展を背景に、全国規模の高度通信ネットワーク網が形成された。特に携帯電話は、

小型化が進んでおり、コンピュータ端末としての機能が強化されている。こうした中、本町にお

いては、携帯電話はほぼ全域で繋がるようになり、テレビの地上デジタル放送に対応できるよう

に光ファイバーによる施設整備を行ってきた。今後は、これらを活用した通信体制を構築してい

く必要がある。 

 情報化については、コンピュータの普及や企業のＯＡ化などによる情報処理技術の飛躍的な発

展を背景に、高度情報化社会の到来は、新しい情報通信媒体の進歩とも相まって身近なものとな

ってきている。こうした中、住民の価値観及び行政に対するニーズは多様化するとともに、行政

事務や行政情報への迅速化と的確化が求められている。このため、住民サービスの向上と新しい

ニーズへの対応、効率的な行政の実現、情報の共有を基盤とした円滑な住民と行政との形成を図

る観点から、地域の情報化を一層推進することからも、ニューメディアを積極的に活用した行政

の情報化を推進していく必要がある。 

 地域間交流については、週休２日制と休暇の長期化により余暇時間の増大や広域高速道路網を

中心とした交通体系の整備などを背景に、人々の行動範囲は広域化している。このため、農村空

間を活かした農業者と都市住民とのふれあい交流事業を展開するため、交流機会の創出や拠点施

設の整備に努め、活力に満ちた新しい農村地域の形成に努める必要がある。 

 

（２）その対策 

 主要な道路の整備については、住民生活や産業活動の利便性、安全性を高めるとともに、自然

と調和したうるおいある道路整備による若者の定住、都市との交流の基盤となる重要なものであ

る。特に国道４１号は雨量による交通規制があるため通行の円滑化と安全性が図られるよう、国

及び関係機関に対し整備を要望し、高規格幹線道路などへのアクセス道となる主要地方道可児・

金山線や富加・七宗線の未改良区間の早期拡幅改良を県に対し、強く要望していく。 
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 町道の整備については、産業振興や地域間交流、地域活性化につながる道路の整備を中心に戦

略的、重点的な整備を進める。歩行者や自転車利用者など交通弱者を保護するため、交通量の多

い幹線道路や生活道路を中心に歩車道の分離に努めるとともに、交通安全施設などの設置と改善

を推進する。 

 農道の整備は、農地の生産効率を高めるため有効であり、既存農道の改良や舗装、用排水路改

修などの整備を計画的に推進し、また、子供の農業体験学習や都市住民との交流の場として、体

験農園や農村公園などの整備を進めるとともに、生産者と消費者が新鮮で安全な農産物を介して

交流の促進を推進する。 

  林道の整備は、効率的な林業経営と密接な関係にあり適正な森林管理を前提に、林業の機械化

と観光資源としての森林の活用促進などを含め林道の開設を進めるとともに、木材産業の体質強

化や森林の公益的機能の整備を図り、既設林道の機能の改善を図るため改良、舗装などの事業を

推進する。                                  

  公共交通機関としては、重要な役割を担う鉄道は昭和６２年から民営化されたが、停車本数が

少ないことなどから乗降客が減少している。今後利用者の増加を図るため高山本線の複線電化に

よるスピードアップと利便性と快適性の向上を関係機関に要望する。観光地としての納古山登山

コースの整備により町外者のＪＲでの利用が増加している。 

また、町営バスの利便性の向上とバス事業運営の適正化を図るため、デマンド型を含めたバス

の運行方法の検討及び利用者数に合ったバス車輌に更新を図るとともに、バス路線の維持確保の

ため、国や県の補助金の拡大を要望していく。さらに、地域に適合した生活交通手段の導入を図

りながら弾力的な対策を検討していく。 

  電気通信については、高度情報化に対応しつつ、きめ細かで多様な情報通信サービスの提供に

努め、住民サービスへの質的向上のため、地上デジタル放送受信のために整備された情報通信基

盤を活かし、インターネットや IP 電話だけにとどまらず、保健・福祉サービスや生活情報の伝

達サービス、災害発生時に迅速で、きめ細かな情報収集と的確な伝達を行うため、防災行政無線、

移動系無線などの設備強化を推進し、又、平成１４年度に導入した、地震・気象・防災情報ネッ

トワークの有効活用を図り、町民が迅速かつ安全に避難ができる避難路や避難場所の明確化と誘

導方法の周知を図るなど、多分野にわたる活用を図り、住民の日常生活を支えていけるよう整備

を推進していく。 

 情報化は、情報技術産業の進歩によりインターネット等の普及による企業のホームぺージ開設

など、ますます情報を通信により取得することが身近なものとなっている。こうした中、行政に

対するニーズは多様化しており、行政情報を迅速で的確に提供するための地域情報ネットワーク

化を推進し、町のホームページを活用し情報化を推進する。 

 地域間交流については、観光事業と連携を強化し、町民と都市住民が心ふれあう交流の場とし

て、体験農園や道の駅周辺の整備を進めるため「ふれあいの里整備構想」を推進し、豊かな自然

と農村景観との調和を図りつつ森林を活用したレジャー施設整備を進める。また、生産者と消費
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者が新鮮で安全な農産物を介して交流できる青空市場を開催し、都市住民との交流を推進すると

共にグリーンツーリズムを促進する。 

また、町外からみた本町の魅力を掘り起こすため、地域おこし協力隊員による特産品の開発や

地域内の活性化を図るよう促進する。 
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（３）事業計画（平成２８年度～３２年度）                                                    

自立促進施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備  考 

２ 交通通信体系

の整備、情報化及び

地域間交流の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)市町村道 

道 路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町道若女郎野口線舗装事業 

L=1,500ｍ、 W＝5.0ｍ 
七宗町 

  

町道落合葛屋線舗装事業 

L=1,500ｍ、 W＝6.0ｍ 
七宗町 

  

町道西之街道線舗装事業 

L=  468ｍ、 W＝4.0ｍ 
七宗町 

  

町道臨景線舗装事業 

L= 406ｍ、 W＝4.0ｍ 
七宗町 

   

町道中麻生旧道線舗装事業 

L=  980ｍ、 W＝5.0ｍ 
七宗町 

   

町道寺洞線舗装事業 

L=1,200ｍ、 W＝6.0ｍ 
七宗町 

  

町道平旧道線舗装事業 

L=  363ｍ、 W＝5.0ｍ 
七宗町 

   

町道戸刈勝線舗装事業 

L=1,000ｍ、 W＝4.0ｍ 
七宗町 

   

町道中麻生樫原線舗装事業 

L=1,000ｍ、 W＝4.0ｍ 
七宗町 

 

町道中根線改良事業 

L=  150ｍ、 W＝5.0ｍ 
七宗町 

 

町道東線改良事業 

L=   58ｍ、 W＝5.0ｍ 
七宗町 

  

町道本郷加陽線改良事業 

L=   220ｍ、 W＝5.0ｍ 
七宗町 

 

町道深瀬線舗装修繕事業 

L=  900ｍ、 W＝6.0ｍ 
七宗町 

  

町道分郷渡り上線改良事業 

L=  300ｍ、 W＝4.0ｍ 
七宗町 

 

町道落合葛屋線災害防除事業 

落石防除・法面保護 L=180ｍ 
七宗町 
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自立促進施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町道戸刈勝線災害防除事業 

落石防除・法面保護 L=110ｍ 
七宗町 

 

町道勝大崎線災害防除事業 

落石防除・法面保護 L=190ｍ 
七宗町 

 

町道落合葛屋線落石防護網設置

事業法面改良事業 
七宗町 

 

県道改良事業（主要地方道可児

金山線）負担金事業 
岐阜県 

 

県道改良事業（主要地方道富加

七宗線）負担金事業 
岐阜県 

 

町道中麻生樫原線排水路整備工

事L=200ｍ W=4.0ｍ 
七宗町 

 

町道渡合飯高線災害防除工事 

落石防除・法面保護 A=600㎡ 
七宗町 

 

町道新宅線舗装修繕工事 

L=220ｍ 
七宗町 

 

町道下市場葉津線舗装事業 

L=1,500ｍ W=2.5ｍ 
七宗町 

 

町道追分万場線舗装事業 

L=400ｍ W=5.0ｍ 
七宗町 

 

町道葛屋寺洞線舗装事業 

L=400ｍ W=6.5ｍ 
七宗町 

 

中麻生地内排水路整備工事 

L=300ｍ 
七宗町 

 

下中切冠水対策事業 

L=300ｍ 
七宗町 

 

橋りょう 

 

 

 

町道橋修繕事業 

１５橋 
七宗町 

 

飯高橋改良事業 １橋 
七宗町 
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自立促進施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備  考 

  室兼橋改良事業 １橋 

 
七宗町  

町道稲葉線寺前橋拡幅事業 

L=10.4m W=4.0m 
七宗町  

町道橋点検調査事業 

１６４橋 
七宗町 

 

 

 

その他  
  

（３）林道 

 

 

 

 

林道木和谷線舗装事業(芝地

内) L=1,500m,W= 3.0ｍ 
七宗町 

 

林道勝谷線橋梁改良事業 

L=9.0m,W=4.0ｍ 
七宗町 

 

 

 
 

 

（６）電気通信施

設等情報化のため

の施設 

防災行政用無

線施設 

 

その他の情報

化のための施

設 

 

 

 

防災行政無線拡声器子局蓄電

池取替事業 

 

 

 

七宗町 

 

町防災無線のデジタル化工事

(同報系) 
七宗町 

 

 

 
 

 

（７）自動車等 

自動車 
デマンド車輌購入事業 七宗町 

 

町営バス車輌購入事業 七宗町 
 

（10）地域間交

流 
田舎暮らし体験交流事業 七宗町 

 

（12)その他 
地籍調査事業 七宗町 

 



                                                      

 35

 

（注）市町村以外の者（市町村の出資する第３セクター及び一部事務組合を含む。）が実施す

る事業で、当該市町村が経費について負担又は補助するものについても記載すること。   

   この場合、事業内容については、全体の事業内容を記載すること。（代行事業については、

記載不要）    

また、地域総合整備資金（無利子資金）貸付制度のように、融資事業に係るものについても

記載すること。この場合、融資先の事業内容については備考欄に記載すること。  

  

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

①道路 

道路は、町民生活の中で最も利用される公共施設等のひとつで、今後も安全かつ継続的に利用

できるよう、点検等を効率的かつ継続的に実施していく。  

 災害時の拠点となる施設につながる道路等については、優先的に機能の維持や更新等を検討す

る。  

効率的な維持管理を進めていくため、長寿命化計画の策定を検討する。  

 ②橋梁 

既存の橋梁長寿命化計画を基本として、維持管理を進めていく。 

既存計画期間が10年である事や計画の対象とならない橋梁もあるため、今後、次の計画策定

に向けた取り組みや計画対象外の橋梁への対応などを検討する。 
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４．生活環境の整備 

（１）現況と問題点 

  本町の水道事業は、昭和４５年の麻生簡易水道事業の着手を手始めに、昭和６２年の中神渕簡

易水道拡張事業の完成に至る１８年間という長い歳月により、町全域への給水が可能となってい

る。しかし、事業着手以来、相当な年数が経過していることから、配水管などの老朽化も著しく、

各所で漏水などの問題が発生しており、事業運営に大きな影響を及ぼしている。平成１５年度よ

り浄水場改修事業を進め平成２８年度に完了する予定である。現在本町には７つの簡易水道事業

と１つの飲料水供給事業を一事業所に統合し、七宗町簡易水道事業とし、８給水区域がある。い

ずれもその水源は町内を流れる小河川や、谷川であることから、生活雑排水などによる水質汚濁

への懸念や、異常気象による枯渇の恐れなどの不安定な要素を抱えている。こうした中、近年に

おける生活様式の変化などにより、水需要は年々増加する傾向にあり、町内全域への水の安定供

給は、行政に課せられた大きな使命となっている。   

このため、少子高齢化の状況を踏まえつつも、安全な水を安定的に供給できるよう、新たな水

源の確保や保全と既設配水管の年次計画的な更新などの健全化に努める必要がある。 

 

飲用水施設の状況 （平成２７年４月１日現在） 

簡易水道等施設名 
給水戸数 

    (戸） 

給水人口 

     (人) 

計画一日最大給

水量 (m3 /日) 
原水種類 

配管延長 

     （ｍ） 

七宗町簡易水道麻生給水区域    ７７０ １，７７２    ９６７ 表流水 ２３，９０２ 

七宗町簡易水道分郷給水区域      ２２      ７０          １９ 表流水   ２，６９２ 

七宗町簡易水道勝給水区域      ２４      ５５          １７ 表流水 ２，１３４ 

七宗町簡易水道平給水区域      ４１    １０１        ２６ 表流水   ２，８８１ 

七宗町簡易水道室兼給水区域      ６３    １１９        ５６ 浅井戸水   ４，７０６ 

七宗町簡易水道下神渕給水区域      ４０    １０９          ３５ 浅井戸水 ２，８２８ 

七宗町簡易水道大崎給水区域      １５      ３３          １４ 表流水 １，５５３ 

七宗町簡易水道中神渕給水区域    ７６３ １，９３３        ８９４ 浅井戸水 ５０，６３９ 

   合    計 １，７３８ ４，１９２   ２，０２８  ９１，３３５ 

                                                                  （町水道課） 

 



                                                      

 37

 汚水処理施設の整備は、環境衛生面の向上や河川等の水質汚濁の防止など、多目的な機能をも

つ重要な施設であり、町民が安心して健康で文化的な生活を営んでいくうえには欠くことのでき

ないものとなっている。近年、家庭や事業所等から発生する生活雑排水などの増加により河川や

用水路の水質の悪化が問題となっている。汚水処理施設整備に対する町民ニーズはますます高ま

る中、本町では平成４年度に策定した「七宗町下水道基本構想」を基礎とし、汚水処理施設を計

画的に整備していくとともに、汚水処理施設整備に対する町民の意識啓発を図りながら事業の推

進に努め、町内全域にわたって快適で衛生的な生活環境の確保と自然環境の保全に取り組む必要

がある。 

 

汚水処理施設の状況 （平成２７年４月１日現在） 

汚 水 処 理 施 設 名 
計画人口 

(人) 

対象戸数 

(戸) 

接続戸数 

(戸) 

管路延長 

(m) 

葛 屋 農 業 集 落 排 水 施 設  ２００ ４２ ４０ ２，１００ 

間 見 農 業 集 落 排 水 施 設  １６０ ２９ ２７ １，６８０ 

葉 津 農 業 集 落 排 水 施 設  １４０ ３４ ３４ ２，１００ 

神 渕 農 業 集 落 排 水 施 設  １，７８０ ３６４     ２５３  １９，８６４ 

大穴小規模集合排水施設 ６０ １２ １２ ４３５ 

小穴小規模集合排水施設 １００ １７ １３ ８３７ 

勝 小 規 模 集 合 排 水 施 設 ８０ ２０ ２０ ８６０ 

平 小 規 模 集 合 排 水 施 設 ６０ １４ ６ ３４１ 

個 別 排 水 処 理 施 設 ７２０ ２６３ ２５６  

合 併 浄 化 槽  １，８５９ ６８５ ２４１ 
接続戸数には区域

外戸数(26)を含む 

                                                                        （町水道課） 

 廃棄物の処理については、経済活動の活発化と住民の生活様式の変化により、廃棄されるごみ

の内容も多様化し、その排出量も年々増加傾向にあり、本町では、可茂衛生施設利用組合に加入

し、ごみ、し尿を処理しているが、施設の老朽化と処理能力の限界などにより、平成１０年度に

可児市内に、新ごみ処理施設が完成した。しかし、年々増加するごみを処理するだけの行政施策
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にとどまらず、今後は住民と行政が一体となって、ごみ処理問題を考え検討することが必要であ

る。一方、し尿や浄化槽汚泥は許可業者により全町収集し、ごみ処理と同様、可茂衛生施設利用

組合で共同処理されている。近年の生活文化の向上と相まって、し尿処理浄化槽を設置する家庭

が増え、今後河川などの水質汚濁防止を図るうえからも、設置者に対し適正な維持管理の指導を

強化していく必要がある。また、本町では、平成３年度より合併処理浄化槽設置に係る補助制度

を実施し、普及に努めている。 

  消防体制は、可児・加茂管内の１０市町村から構成される可茂消防事務組合と七宗町消防団と

から成り立っている。また、これらを補完する組織として七宗町女性防火クラブが結成されてい

る。本町での火災発生件数は比較的少ない状況とはなっているが、今後、生活形態の変化などに

より火災の発生原因は多様化、複雑化していくものと思われる。また、若者の減少により団員の

確保が困難となっているほか、町外への通勤者が増加していることから、昼間における消防力の

低下が問題となっている。このため、町民の防火意識の高揚を図るとともに、消防施設の充実、

消防団組織のあり方について検討する必要があり、平成１０年度に消防組織を４分団に組織改革

を行った。また、本町は豊かな自然環境に恵まれている反面、その地形的条件から、過去には風

水害などによる大きな被害を被った歴史がある。しかし、地震をはじめとする予測し難い災害を

未然に防止することは現在も依然困難となっている。このため、町民の生命、財産を守るため、

万一の事態に備えた防災体制の強化を図ることが一層必要となっている。 

  本町での救急業務については、可茂消防事務組合により、救急病院などへの搬送が行われてい

る。今後は町内を通過する道路事情の好転から交通事故の増加が懸念されていることや、高齢化

の進展に伴なう独居老人や寝たきり老人などの災害弱者の増加が見込まれることなどから、救急

体制の一層の強化が必要となっている。 

 

常備消防の状況（平成２７年４月１日現在） 

 職員数 消防車 救急車 広報車 備  考 

七宗出張所    １１人     １台     １台    １台  

                                                                (可茂消防事務組合) 
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非常備消防（消防団）の状況（平成２７年４月１日現在） 

区  分 団 員 数 
主  要  機  材  器  具 

ポンプ車 積 載 車 中継水槽 発 電 機 

本  部 ４人     

第１分団 ３５人 １台 ３台 １基 １台 

第２分団 ３５人  ４台 １基 １台 

第３分団 ３５人 １台 ３台 １基 １台 

第４分団 ３５人  ４台 １基 １台 

庶  務 ２３人  １台 ２基  

計 １６７人 ２台 １５台 ６基 ４台 

                                                                    (町総務課) 

 

  住宅については、町民が安定した豊かな生活を営むための基盤となるものであり、人口の定着

化を促進させる重要な要素の一つでもある。近年、道路事情の好転から、美濃加茂市、可児市、

さらには岐阜市方面への通勤者が増加する傾向にあるが、通勤者のうち二男といった層の潜在的

な住宅需要がある。また、豊かな緑や水に恵まれた環境の良さや今後のＵ・Ｉ・Ｊターンの促進

により、本町での住宅需要も高まると予想される。このため、こうした住宅需要を踏まえ、適切

な開発指導のもと新規住宅地の確保に努めるとともに、老朽化した町営住宅の建て替えを進め、

ゆとりある住宅環境の整備を進める必要がある。さらに、高齢化社会に対応した高齢者や障がい

者の暮らしやすい住宅づくりも今後の課題となっている。 

 

町営住宅の状況（平成２７年４月１日現在）                                 （単位：戸） 

建 設 年 度 団 地 名 管理戸数 閉鎖戸数 入居可能戸数 入居戸数 入居率 

昭和３１年度 戸 刈 団 地 １０ ２ ８ ８ 100% 

昭和３２年度 下 切 団 地 ４ ０ ４ ４ 100% 

昭和３８年度 下 中 切 団 地 １ ０ １ １ 100% 

昭和４１年度 飯高第２団地 ６ ３ ３ ３ 100% 

昭和４６年度 加 陽 団 地 １５ ９ ６ ５ 83% 

昭和４７年度 加 陽 団 地 ３０ ７ ２３ １５ 65% 

昭和４７年度 加 陽 団 地 ５ １ ４ ２ 50% 

平成１０年度 樫 原 団 地 ６ ０ ６ ５ 83% 

平成１１年度 樫 原 団 地 ４ ０ ４ ４ 100% 

平成１２年度 樫 原 団 地 ２ ０ ２ ２ 100% 
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平成２２年度 ｺｰﾎﾟロックタウン ６ ０ ６ ６ 100% 

平成２３年度 ｺｰﾎﾟみはぎの里 ４ ０ ４ ４ 100% 

合  計  ９３ ２２ ７１ ５９ 83% 

※ 用途廃止した２２戸は含まない                          （町総務課） 

 

（２）その対策 

  水道事業については、長期的な水需要の変化への対応や、効率的な維持管理を図るため、小規

模な簡易水道の管理の一元化による統合を推進していくとともに、配水管網の整備見直しや配水

池の増設など耐震化も考慮し計画的に推進する。併せて、老朽管の布設替えを進め、漏水の減少

に努め有収率の向上を図る。安全で安定したライフラインの確保には、水資源の重要性を町民に

啓発し水源地域の水源かん養機能向上を図る活動や、河川水質の汚濁防止に努める。また、節水

意識の高揚により、全町域にわたって安全でおいしい水の安定的供給をめざす。災害など緊急時

の対応は、緊急用飲料水供給装置や給水タンクの配置による給水体制を構築していく。 

 汚水処理施設の整備については、本町の優れた自然環境の保全とともに、すべての町民が快適

で文化的な生活が営めるよう、「七宗町下水道基本構想」に基づく計画的な整備のため、町民へ

の啓発や終末処理施設の整備手法や処理方法などの検討を進め、全町的な汚水処理施設処理体制

の確立を図る。農業集落排水事業などが見込まれない地域の快適な生活環境の確保と公共用水域

の水質保全を図るため、合併処理浄化槽の整備と普及を促進する。生活環境の向上と河川等の汚

濁防止のため、環境教育の推進などにより環境保全に対する町民の意識啓発を図りながら、汚水

処理施設整備の必要性についての理解を深めていく。 

  廃棄物処理については、大気汚染やダイオキシン問題により年々増大し多様化するごみに対し

て、各地区の実情に即したごみ収集回数や収集場所などの改善に努める。ごみ排出量の減量とリ

サイクルへの関心と理解を深めるため、啓発や環境教育の実施とともに、自主的な行動を促して

いくための情報提供の整備を進め、町民の協力のもとに分別収集の徹底を図りごみの資源化に努

める。リサイクル活動を行う団体の育成に努め、活動が一層高まるための支援を推進する。収集

処理体制の強化を図るとともに、清潔で文化的な生活環境の創出を推進する。また、し尿の収集

処理体制の充実や浄化槽の適正な維持管理の指導に努め、公共用水域など環境の保全と快適で衛

生的なまちづくりを推進する。可茂衛生施設利用組合の施設整備計画に基づき、施設整備を促進

する。事業所から排出される産業廃棄物については、自らの責任において処理することを原則と

し、適正な処理、処分が行われるよう県関係機関と連携を密にし、啓発や指導の強化に努める。 

  消防防災については、自治会や家庭婦人を対象に、定期的な消火器取扱訓練や初期防火訓練を

実施し、訓練を通じて防火意識の高揚を図るとともに、幼年消防クラブ、女性防火クラブなどの

自主防火組織や自治会や事業所単位ごとの自主防災組織づくりに努める。消防力の強化を図るた
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め、消防車輌、小型動力ポンプ、資材などの計画的な更新を進めるとともに、防火水槽、消火栓

などの消防水利の計画的な整備や配置を図る。消防団組織の事業計画の見直しや団員の待遇改善

を図るなど、魅力ある消防団づくりを進め、あらゆる災害から町民の生命や財産を守ることを基

本に「七宗町地域防災計画」の見直しを進める。地震・気象・防災情報ネットワークの有効活用

を図り、町民が迅速かつ安全に避難ができる避難路や避難場所の明確化と誘導方法の周知を図り、

避難場所となる公共施設等の安全対策や整備の充実に努める。救急需要に適切に対応するため、

広域消防の救急搬送体制の充実を促進し、老人夫婦世帯や独居老人世帯あるいは寝たきり老人な

どの災害弱者に対応するため、関係機関との連携を密にするとともに、非常時における緊急通報

体制の徹底を図り、町ぐるみの救援、協力体制の確立に努め、災害に強い安心して暮らせるまち

づくりをめざす。 

  住宅については、土地利用計画に基づき優良な住宅用地の確保に努め、住宅や宅地の開発が無

秩序に行われないため適切な指導に努める。人口の流出を防ぎ若者の定住を図る対策が急務であ

り、町営住宅建替計画（町営住宅再生マスタープラン）に基づく整備を推進し、町営住宅の質や

生活空間などの居住ニーズの変化に対応する若者向け、高齢者向け、三世代向けなどの新しい住

宅の整備や近年では、二地域居住、田舎暮らしなどが活発になってきているため、町内の空き家

等を活用した住宅の整備を検討する。 
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（３）事業計画（平成２８年度～３２年度）                                                                                                   

自立促進施策区分 事 業 名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備  考 

３ 生活環境の整

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)水道施設 

 簡易水道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七宗簡易水道平浄水施設改修事業 七宗町 
 

 

七宗簡易水道分郷浄水施設改修事

業 
七宗町 

 

七宗町簡易水道配水管布設替事業

（樫原公民館から国道 41 号線） 
七宗町 

 

七宗簡易水道室兼浄水施設改修事

業 
七宗町 

 

新飯高橋水管橋事業その１ 七宗町 
 

新飯高橋水管橋事業その２ 七宗町 
 

町道東線水管橋事業 七宗町 
 

町道渡合飯高線水管橋事業 七宗町 
 

七宗町簡易水道中神渕施設改修事

業 
七宗町 

 

七宗町簡易水道配水管布設替事業

（渡合橋付近から下切バイパス三叉路） 
七宗町 

 

七宗町簡易水道配水管布設替事業

（木和谷橋から松山鉄工付近） 
七宗町 

 

七宗町簡易水道配水管布設替事業

（松山鉄工からひさご食堂付近） 
七宗町 

 

七宗町簡易水道配水管布設替事業

（旧看護師寮から本郷下コミュニティ付近） 
七宗町 

 

七宗町簡易水道配水管布設替事業

（中麻生旧道線・大貝戸） 
七宗町 

 

七宗町簡易水道配水管布設替事業 

（報国橋から国道 41 号線付近） 
七宗町 
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自立促進施策区分 
事 業 名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯高地内水道管布設替事業 七宗町 
 

七宗町簡易水道配水管布設替事業

（七宗橋から上麻生橋付近） 
七宗町 

 

生活基盤近代化耐震管事業 

追洞工区（灰兼から石作） 
七宗町 

 

その他 

 

 
 

 

(２ )下水道処

理施設 

農業集落排水

施設 

 

 

 

 

農業集落排水事業 神渕地区 

処理施設 改修事業 
七宗町 

 

農業集落排水事業 神渕地区 

管路施設 改修事業 
七宗町 

 

農業集落排水事業 （葛屋地区） 

中継ポンプ 更新事業 
七宗町 

 

農業集落排水事業（間見地区） 

中継ポンプ施設 更新事業 
七宗町 

 

その他 

 

 

 

合併処理浄化槽電気設置事業 七宗町 
 

合併処理浄化槽設置整備事業 七宗町 
 

小規模集合排水処理施設（小穴地区） 

中継ポンプ施設 更新事業 
七宗町 

 

小規模集合排水処理施設（小穴地区） 

管路施設更新事業 
七宗町 

 

(５)消防施設 

 

 

 

 

 

積載車整備事業 七宗町 
 

軽積載車整備事業 七宗町 
 

 

小型動力ポンプ整備事業 七宗町 
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自立促進施策区分 
事 業 名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備  考 

 
 

街頭消火器設置事業 七宗町  

消火栓取替工事 七宗町 
 

消火栓用ホース取替 七宗町  

  
 

 (６)公営住宅 

 

 

 

町営住宅整備事業 七宗町 
 

町営住宅建設設計業務委託料 七宗町 
 

(７ )過疎地域

自立促進特別

事業 

 

 
 

 

  
 

(８)その他 県単急傾斜地崩壊対策事業 

（古摩地区）L=25ｍ、H=5.0 
七宗町 

 

公共急傾斜崩壊対策負担金事業

（古摩地区） 
岐阜県 

 

公共急傾斜地崩壊対策負担金事業 

（久田久地区） 
岐阜県 

 

公共急傾斜崩壊対策負担金事業

（裏山地区） 
岐阜県 

 

 

    （注）市町村以外の者（市町村の出資する第３セクター及び一部事務組合を含む。）が実施

する事業で、当該市町村が経費について負担又は補助するものについても記載すること。   

      この場合、事業内容については、全体の事業内容を記載すること。（代行事業については、

記載不要）                

また、地域総合整備資金（無利子資金）貸付制度のように、融資事業に係るものについて

も記載すること。この場合、融資先の事業内容については備考欄に記載すること。 
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（４）公共施設等総合管理計画との整合 

①コミュニティー消防センター 

 コミュニティー消防センターは、20 年近く前に町内エリア全体をカバーできるように建設され

た施設であり、本町における防災上の重点な施設であることから、予防修繕を計画的に進め、長

寿命化の観点から、将来コストを抑制するよう検討する。 

②公営住宅 

本町の公営住宅は、施設数・延床面積も比較的大きい施設であり、建設から 50 年近く経過し

た施設と 5 年から 10 年経過した施設が混在している。 

こうした状況を踏まえ、平成 29 年度、国土交通省から改定が示された「公営住宅長寿命化計

画」の策定に取り組む。 

国土交通省が示した改訂では、今後の需要も検討することになっていることから、計画書に、

今後の施設の改修・更新について盛り込み具体的に検討を進めていく。 

③本庁舎 

本庁舎は、建設後60年近く経過し老朽化している。本施設は行政事務を行う施設として、町民

サービスを行ううえで重要な施設であるだけでなく、災害時には防災拠点として重要な役割を担

う施設のため、今後建て替えを行う必要がある。  

しかし、財政的に直ちに建設することは困難なため、耐震補強などの改修を計画的に進め長寿

命化を図っていく。 

④神渕支所 

支所は、建設後20年を経過した施設であり、本庁舎同様に、行政事務を行う施設として、町民

サービスを行う上で重要な施設であるだけでなく、災害時には防災拠点として重要な役割を担う

施設として、予防修繕を計画的に進め、長寿命化の観点から、将来コストを抑制するよう検討す

る。  

⑤簡易水道施設 

管路の老朽化が進行していることから、点検や診断の必要性が高まっている。今後の点検診断

や管路の長寿命化による総費用の低減を図るため長寿命化計画の策定を検討する。 

人口減少や節水意識の向上等による水需要の変化に伴う料金収入の減少を踏まえ、より効率的

な維持管理運営計画の策定について検討する。 

⑥下水道施設 

本町の下水道事業は、今後も接続率を高めていくことを基本とし、点検診断の効率化や管路の

長寿命化による将来費用を低減するため、長寿命化計画の策定を検討する。 

今後、地方公営企業法の適用による公会計への移行が見込まれていることから経営を透明化し、

より効率的な維持管理運営を図る。  
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⑦ふれあいの里公園 

道の駅に隣接したふれあいの里公園は、町民のみならず町外からも利用されている本町の観光

的な要素も兼ね合わせた施設であることから、安全で快適な利用の確保や予防保全に取り組むた

め、維持管理を計画的に推進する。 

⑧駅前児童公園 

駅前児童公園は、本町の玄関口であるＪＲ上麻生駅前にあり、蒸気機関車を展示する建物と遊

具を設置する広場からなる施設である。建物は建設から46年経過しており、周辺にはまとまった

町有地があることから移転を含め、蒸気機関車の利用方法を検討し、今後の維持管理運営の方向

性を検討する。  
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５．高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

（１）現況と問題点 

  高齢化や過疎化が進む中で、老人世帯や昼間独居が増加し、家庭における介護、地域における

互助が困難な状況となっており、福祉サービスに対する需要は量的にも増大し、質的にも多様化

と複層化している。このような状況の中、高齢者や障がい者をはじめ、社会的、経済的に弱い立

場にある人達は、住み慣れた地域で温かいふれあいを保ちながら、安心して暮らしていきたいと

いう強い願望をもっており、こうした願いを実現するためには、社会保障や福祉サービスの充実

はもとより、身近に生活する地域住民の理解や協力による地域ぐるみの実践が不可欠となってい

る。現在、本町の地域福祉活動は、社会福祉協議会を中心に、民生児童委員や福祉委員、各種福

祉団体、ボランティアなどによる活動が展開されている。活動の拠点となる福祉センターが整備

されたが、福祉の活動に対する住民の認識はまだ十分とはいえない状況にある。また、住民のボ

ランティア活動への参加が比較的消極的なことから、ボランティア活動への理解と参加を促進す

るための啓発が必要となっている。このため、今後は思いやりと助け合いの心で共に支えあう地

域社会をめざし、行政、地域、家庭それぞれが果たすべき役割や体制を見直していくことが必要

である。 

  健康増進については、生活水準の向上や医学の進歩、公衆衛生の進展などにより、町民の健康

水準も一段と高まりつつある中、日常生活の便利さからくる運動不足や偏った栄養の摂取のほか、

激しい社会情勢の変化や管理社会からくるストレスなどから健康を阻害する要因が増加してい

る。このため、町民一人ひとりのライフスタイルに応じた健康づくりの普及啓発や健康増進のた

め、保健師、栄養士の連携のもと、各種健康診査や健康教育、健康相談、訪問指導などの施策の

実施に努めている。 

  高齢者福祉については、本町の高齢化率は平成２７年３月末現在４０．７％という高い数値を

示しており、今後においても人口構成の高齢化はさらに進むことが予測される。こうした超高齢

化社会に直面している本町では、ひとり暮らしや寝たきりの増加、加えて家庭形態の変化による

家庭における介護機能の低下により、福祉の支援を必要とする高齢者が増加している。このため、

すべての高齢者が地域社会の一員として健やかに生きがいをもって暮らせるよう、介護保険サー

ビスや町単独事業としての在宅福祉サービスや施設福祉サービス、住民ボランティアやＮＰＯな

どの活動の充実をはじめ、地域包括支援センターなど関係部門との連携のもと、地域の実情に応

じた多目的サービスの供給に努めていく必要がある。また、高齢者の豊富な人生経験や知識技能

を生かし、社会的活動の拡充や就労の場の確保など社会参加に必要な機会の提供と、高齢者にや

さしい環境の整備を進める必要がある。 

  児童福祉については、町立保育所２ヶ所で児童の健全保育に努めているが、近年の出生率低下

などにより、年々入所児童数の減少がみられる。一方、家族形態の変化や女性の職場進出の増加

に伴い、家庭での養育機能の低下がみられるなど、児童を取り巻く環境は一段と厳しい状況とな
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っている。こうした中、保育に関するニーズも非常に多様化してきており、特に延長保育や乳児

保育など保育内容の充実に対する問題や、さらに減少する児童に対応した施設の有効活用策など

についての検討が必要となっている。また、今日では子どもの遊びそのものが変化し、児童の運

動機会や異年齢との交流機会が減少してきていることから、児童が集団の中で安全に遊べる機会

づくり、環境づくりに取り組んでいく必要がある。一方、母子（寡婦）父子家庭は、経済的、社

会的、精神的に不安定な状態におかれがちで、就労面や児童の養育、教育面などにおいて、さま

ざまな問題を抱えている。このため、今後とも民生委員児童委員や関係機関の連携のもと、精神

面や経済面から適切な指導と援助を行っていく必要がある。 

 

町立保育所の状況（平成２７年４月現在）                                  （単位：人） 

 
定 員 ３歳未満児 ３ 歳 児 ４ 歳 児 ５ 歳 児 園 児 計 

職員数 

(嘱託・臨時保育士含む) 

第１保育園     ６０ ４ ９ １３ １０ ３６ ７ 

第２保育園     ４５ ６ １０ １３ ３ ３２ ５ 

計   １０５ １０ １９ ２６ １３ ６８ １２ 

                                                                        （町教育課） 

 

  障がい者福祉については、本町における障がい者（児）数は、平成２７年３月末現在、身体障

がい者（児）２６３人、知的障がい者（児）４５人となっている。障がいの発生原因はさまざま

であるが、脳血管疾患や腎機能障害などによる疾病が起因する傾向にある。こうした状況の中で、

障がい者（児）本人の社会生活においての制約はもとより、家庭介護者の身体的、精神的、経済

的負担は大きなものとなっている。このため、障がい者（児）のニーズに対応したサービスの充

実を図るとともに、家庭介護者の負担を少しでも取り除ける在宅福祉事業の実施が急務となって

いる。また、今後とも保健・医療・教育等の連携強化を図り、早期発見、療育体制の充実に努め

るとともに、地域社会がおもいやりとやすらぎのある共生社会が実現でき、障がい者（児）が社

会の一員として正しく認識され、自立し、社会参加できるような環境を整備していくことが必要

となっている。 

 

（２）その対策 

  生涯を通じ、町民同士がお互いの立場を思いやり、楽しく暮らすことのできる福祉社会を築き

あげていくため、町民及び関係機関との幅広い連携を保ちながら、学校教育や社会教育、家庭教
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育などあらゆる学習機会を通じた体系的な福祉教育の推進や福祉広報活動の充実に取り組み、福

祉意識の高揚、相互扶助意識のかん養に努める。福祉活動の拠点となる地域福祉センターを積極

的に活用し、地域福祉の活性化のため、ボランティア団体の育成、強化を図るとともに、ボラン

ティア教室などの開催により、地域でのボランティアの人材発掘と養成に努める。七宗町社会福

祉協議会を中心に民生委員児童委員や福祉関係団体などが相互に連携を図り、必要な情報と的確

な福祉サービスが提供できるよう、福祉ネットワークづくりに努め、保健・医療・福祉の体系的

サービスの提供はもとより、教育・産業・居住環境などの各分野に亘り、福祉的視点に立った施

策、サービスの充実が図られるよう、地域福祉推進体制を整備し、高齢者や障がい者など、人に

やさしいまちづくりを推進する。 

 保健予防については、多様化する疾病構造の変化に対応し、「自分の健康は自分で守る」とす

る町民の健康づくり意識の高揚と普及啓発に努め、健康づくり拠点施設である生きがい健康セン

ターでの一貫した保健サービスの提供をめざし、糖尿病、がん、高血圧、心疾患などの生活習慣

病を重点に予防と早期発見及び生活改善を進めるため、予防知識の普及や啓発を図るとともに、

がん検診、特定健康診査などの受診機会の拡大に努め、特定保健指導や健康増進のための教室へ

の参加を促す。育児不安の解消や母子の健康増進を支援するため、発育、発達に関する相談事業、

健康診査、健康教育などの充実を図る。また、子育て支援のため、子育て支援センターや保育園

など関係機関が連携して支援を行う。保健所及び県精神保健福祉センターなど関係機関との連携

により、精神障がい者の治療と社会復帰への支援や自殺予防のため、こころの相談の充実を図る。

予防可能な感染症に関する正しい知識の普及を目的に、予防教育や広報活動の推進を図る。町民

一人ひとりの受診データなどを、コンピュータにより一括管理できるシステムを活用しさらに充

実した健康管理に努める。 

  高齢者福祉については、寝たきり高齢者や認知症高齢者などの支援を要する高齢者が住み慣れ

たこの町で暮らしつづけることができるよう、介護保険事業計画に基づき、ホームヘルプサービ

ス、デイサービス、ショートステイ事業を中心とした居宅介護サービスの拡充を図るとともに、

ボランティア組織の育成に努め、家族などの介護者を援助し、在宅介護の円滑な推進を図るため

の相談窓口としての地域包括支援センターの充実に努め、配食サービスなどを通じた見守り体制

を図りながら、地域全体で高齢者を支える仕組みを確立する。高齢者の生きがいを高め、健康で

楽しく日常生活が送れるよう、軽スポーツやレクリエーションの普及を図るとともに、介護予防

の充実を図る。また、健康診査や健康相談、食生活指導など内容の充実に努める。地域における

高齢者の自主的活動の場である老人クラブ（福寿会）の育成や強化に努め、高齢者が心豊かな老

後生活を送ることができるよう、生涯学習機能の整備を推進し、多様な学習活動・創作活動の場、

世代を越えたふれあい、交流の場の提供に努める労働意欲と技術を持つ高齢者に生きがいとして

の就労の場を確保するため、生きがい活動推進施設ならびにシルバー人材センターの有効活用を

図る。 
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 児童福祉については、乳児保育、延長保育、障がい児保育など保育ニーズの多様化に対応する

ため、保育所機能や保育サービスの充実に努める。家庭との連携を深め、保育の充実に努めると

ともに、乳幼児相談事業を実施し、家庭と密着した保育体制を確立する。出生数の減少及び要保

育児童の動向に応じた施設活用方策を検討し、児童が安心して遊ぶことができ、また、仲間との

協調性を養いながら健やかに育つよう、安全な遊び場の確保に努めるとともに、児童の健全育成

を図る活動拠点として、ちびっ子ハウスの充実を図ると共に、児童館などの施設を充実する。児

童と地域住民がふれあえる機会の充実に努めるなど、地域ぐるみの健全育成環境づくりを推進す

る。母子・寡婦・父子家庭などの精神的な自立の促進や経済的な自立の支援のため、母子・寡婦

福祉資金貸付制度や福祉医療費制度などの有効活用を促進する。民生児童委員、母子相談員、母

子協助員及び社会福祉協議会との連携を密にし、あらゆる相談に応じられる体制を整備する。 

  障がい者福祉については、各種検診事業の充実、保健事業などの強化により、障がいの早期発

見、早期療育体制の充実を図る。ホームヘルプサービス、ショートステイ、地域生活支援事業（デ

イサービス、訪問入浴サービス）の充実に努め、日常生活用具の給付、補装具費の支給などを行

い、生活や居住環境の向上のための各種援助制度の周知徹底を図り、有効利用を促進する。手話、

点字などの技能を持つボランティアの育成に努めるとともに、活動の活性化を促進する。障がい

者が自立し、社会経済活動ができるよう、ハローワークや更生相談所等への協力依頼により雇用

の促進に努め、障がい者（児）の機能回復を促進するため、リハビリテーションなどのサービス

機能の強化を図っていくとともに、七宗町障がい児（者）親の会と連携をとりつつ授産施設の整

備を検討する。障がい者（児）の利用に配慮した道路や公共施設などの整備改善を進める。 
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（３）事業計画（平成２８年度～平成３２年度）                                                    

自立促進施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備  考 

４ 高齢者等の保

健及び福祉の向上

及び増進 

（３）児童福祉施

設 

保育所 

 

七宗第１保育園屋根雨漏り修繕工

事 
七宗町 

 

七宗第１保育園空調設備更新事業 七宗町 
  

（８）過疎地域自

立促進特別事業 
育児給付金 七宗町 

 

  
 

  
 

 

 

  

(９)その他 
青色防犯パトロールカー更新事業 七宗町 

 

（注）市町村以外の者（市町村の出資する第３セクター及び一部事務組合を含む。）が実施する

事業で、当該市町村が経費について負担又は補助するものについても記載すること。   

      この場合、事業内容については、全体の事業内容を記載すること。（代行事業については、

記載不要）                                                                   

     また、地域総合整備資金（無利子資金）貸付制度のように、融資事業に係るものについて

も記載すること。この場合、融資先の事業内容については備考欄に記載すること。 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

 ①保育園 

保育園は子育ての拠点となる施設であり、今後も継続して維持管理運営をしていく。建設後 20

年を経過しており、建物・設備の修繕の必要な時期であるため、予防修繕を計画的に進めていく

が、長寿命化の観点から、将来コストを抑制するよう検討する。 

②ちびっこハウス 

建設後 40 年を経過した施設であり、すぐに更新時期を迎える訳ではないが、大規模な修繕を

行う時期であるため、今後の維持管理運営も含めて、今後の方向性を検討する。 

③サンホーム七宗 
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 建設後 18 年を経過した施設であり、更新時期までかなりの期間があるため、今後も継続して

維持管理運営を進めていくが、予防修繕を計画的に進め、長寿命化を図り、将来コストを抑制し

ていく。 

④生きがい健康センター 

建設後 17 年を経過した施設であり、更新時期までかなりの期間があるため、今後も継続して

維持管理運営を進めていくが、予防修繕を計画的に進め、長寿命化を図り、将来コストを抑制し

ていく。 
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６．医療の確保 

（１）現況と問題点 

  生活水準の向上や医学の進歩により、かつての伝染性疾患などに代わって、がんや高血圧、心

疾患等の生活習慣病が増えており、激しい社会情勢の変化や管理社会からくるストレスなどに起

因する精神疾患も増加している。本町の医療機関としては診療所３箇所、歯科医院１箇所があり、

積極的な医療活動が展開されている。しかし、近年における社会環境の変化や高齢化に伴い、町

民の医療に関する要求は、高度化、多様化している。このため、「かかりつけ医」と「病診連携」

制度により必要な医療サービスを必要な時に受けられるよう、地域医療体制の充実を図っていく

必要がある。また、休日・夜間の救急医療については、二次及び三次救急医療制度の体制整備に

努める必要がある。 

 

町内の医療機関の状況（平成２７年４月現在） 

 施設数         診   療   科   目   備   考 

神 渕 地 区     １ 内科、外科、整形外科、小児科  

上 麻 生 地 区 ２ 内科、整形外科、小児科、放射線科、皮膚科  

    １ 歯科  

 

（２）その対策 

 町民が必要なときに、適切な医療サービスが受けられるよう地域の実情に即した地域医療、救

急医療体制の整備を推進する。管内医療機関などの協力を得ながら、初期医療を重視した地域医

療体制の整備を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

 54

 

（３）事業計画（平成２８年度～平成３２年度）                                                    

自立促進施策区

分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 

備  考 

   

５ 医療の確保 （３）過疎地域自

立促進特別事業 

             

   

   

（４）その他    

（注）市町村以外の者（市町村の出資する第３セクター及び一部事務組合を含む。）が実施する

事業で、当該市町村が経費について負担又は補助するものについても記載すること。   

      この場合、事業内容については、全体の事業内容を記載すること。（代行事業については、

記載不要）                                                                   

     また、地域総合整備資金（無利子資金）貸付制度のように、融資事業に係るものについて

も記載すること。この場合、融資先の事業内容については備考欄に記載すること。      
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７．教育の振興 

（１）現況と問題点 

  学校教育について本町には、現在小学校２校、中学校２校が設置されており、恵まれた自然環

境のもと伸びやかな教育が実践されているが、近年の少子化と核家族化を背景に児童や生徒は減

少しており、今後もこの傾向はさらに続くものと予想される。また、急激な社会環境の変化とと

もに情報化、国際化といった新時代への潮流に対応した教育の推進が求められている。学校週５

日制の導入による地域社会への積極的参加など、生涯を通じ一人ひとりの豊かな自己実現のため

の、働く資質や能力の育成をめざした教育が推進されようとしている。しかし、こうした時代の

裏側で近代社会が作り出した物質的豊かさは、児童や生徒の人とのふれあいや社会体験の機会を

乏しいものとしているほか、生命を尊重する心、思いやりや感謝の心、公共のために尽くす心な

ど「心の教育」の低下が問題となっている。このため、教育内容の精選を図り、基礎的、基本的

な学力や行動力を確実に習得できるよう、学習指導の充実に努めるとともに、社会との連帯感の

育成を目的とした福祉教育や情報化、国際化に対応した教育、さらには、地域資源を生かした郷

土学習などを進めていく必要がある。また、教育施設等の近代化を推進していくとともに、創造

性豊かな情熱あふれる次代の担い手づくりを進める必要がある。 

 

学校教育施設の状況（平成２７年５月現在） 

学校名 生徒数 学級数 校舎面積 教職員数 備 考 

神 渕 中 学 校    ３８人 ３   ２，９９７㎡      １０人  

上 麻 生 中 学 校    ５１人 ５   ２，６６３㎡      １３人  

中 学 校 計   ８９人 ８   ５，６６０㎡      ２３人  

神 渕 小 学 校   ７５人 ７   ２，６２４㎡      １２人  

上 麻 生 小 学 校   ８３人 ７   ２，４２８㎡      １１人  

小 学 校 計   １５８人 １４   ５，０５２㎡      ２３人  

学 校 計   ２４７人 ２２ １０，７１２㎡      ４６人  

                                                                 （学校基本調査） 

  

社会教育については、生活水準の向上や余暇時間の増大など生活の豊かさの中で、町民が生涯

にわたり心身ともに健康で、より一層充実した人生の創造を求めようとする一方、急速に変化し



                                                      

 56

つつある社会環境に対応するための新たな知識や技術習得に対する欲求が強くなっている。本町

では、公民館をはじめ各種施設で教養講座などを開催し社会教育活動や生涯学習の推進に努めて

いる。しかし、参加者の固定化や若年層における参加の伸び悩みなどの問題を抱えており、生涯

学習の重要性について広く町民へ意識啓発を図っていくことが必要となっている。 

 スポーツについては、町民の健康や体力増進のみならず、家族間のふれあいや地域連帯感の醸

成など、日常生活を明るく豊かにする活動として重要な役割を担っている。近年、住民のスポー

ツに対する期待は大きく、その欲求はますます多種多様化し、スポーツ行政として、住民のニー

ズに十分な対応ができない状況にある。このため、子供から高齢者まで、誰もが身近なところで

気軽に参加でき、楽しめるスポーツを推進するため、その機会と施設の整備に努めていくととも

に、指導者の養成や確保に努め、住民のスポーツニーズに対応できるプログラムサービスや指導

サービスの充実を図っていく必要がある。さらに、生涯スポーツの振興を図る上からも、長期的

展望にたった「スポーツ振興計画」の策定を検討し、生涯にわたって、自ら楽しく実践できるス

ポーツ活動の実現をめざしていく必要がある。 

  青少年を取り巻く環境は、核家族化、少子化の進行、共働き世帯の増加を背景に親子のふれあ

いの減少や地域における連帯意識の希薄化など、家庭や地域での教育機能の低下が指摘されてい

る。また、近年の物質的豊かさを反映し、自己中心的考え方の傾向が強まっており、罪悪感や耐

性の欠如による非行やいじめなどの問題が顕在化しつつある。こうした状況の中、本町では青少

年育成町民会議を中心に各自治会などの協力を得て、青少年の健全育成思想の普及活動や社会教

育環境の浄化について取り組んでいる。今後、２１世紀の七宗町を担う青少年が希望と郷土への

誇りをもち、心身ともにたくましく、地域社会の一員としての自覚を持ち、主体的に生きる社会

人として成長してもらうことが町民すべての願いである。このため、学校、家庭、地域、行政が

密接な連携のもと、青少年の社会参加への機会の拡充や主体的な活動に対する支援の充実に努め

ることが必要となっている。 

 

（２）その対策 

  学校教育については、生涯学習の基礎的な一部としてとらえ、 児童や生徒一人ひとりの能力に

応じた指導による個性、創造性の伸長を重視した特色ある教育を進め、コンピュータなど情報機

器の導入や外国人の英語指導助手の配置など、情報化や国際化に対応する教育内容の充実に努め

る。町の自然や歴史文化など地域の特性や素材を積極的に活用し、共同の学習体験や幅広いボラ

ンティア体験を教育の中に取り入れる。そして、スポーツ活動を通して、たくましい体と豊かな

心を育て、家庭や地域と連携しながら児童・生徒の健全育成に努める。 

 社会教育については、いつでも学習できるような「生涯学習のまちづくり」を推進するため、

計画的で組織的な生涯学習推進体制を充実するため「七宗町生涯学習推進計画」を策定し、町民

がそれぞれの課題や要求に基づき、自発的な学習活動が展開できるよう、家庭、地域、学校など、
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関連各分野を総合的に取り込んだ生涯学習推進体制を確立する。生涯学習を支援するため、企画

力、実践力、指導力を備えたリーダーの養成を図る。本町の地域性、学習者の学習ニーズを考慮

し、適時性・継続性をふまえた生涯学習プログラムを開発し、各種の学級・講座・セミナーなど

を開設し、住民一人ひとりのライフステージに応じた多様な学習機会の提供に努める。パソコン

の導入により、学習情報のシステム化、ネットワーク化に取り組み、各種情報の効率的かつ効果

的な収集・提供体制を確立するとともに、学習内容や学習方法に関する指導・相談体制の充実に

努める。木の国七宗コミュニティーセンターの有効利用を図るとともに、図書室など身近な生涯

学習施設の計画的な整備・充実に努める。 

 スポーツについては、町民が生涯を通じて親しみ、体力の向上や健康増進に取り組めるよう、

各種のスポーツ・レクリエーションのプログラムの充実を図り、生涯スポーツの普及・定着化に

努めるため、長期的展望に立った「七宗町スポーツ振興計画」の策定を検討し、町民が気軽にス

ポーツ・レクリエーションに親しみ、交流できる環境づくりを進める。既設のスポーツ施設の整

備拡充を図るとともに、多目的に利用できる運動公園など社会体育施設の計画的整備に努める。

スポーツ・レクリエーション活動を活発化させるため、スポーツ推進委員をはじめ専門指導員の

養成やボランティア指導員の発掘を行うとともに、各種スポーツ団体リーダーの資質向上を図り、

町民のスポーツニーズに応じられる指導体制の強化に努め、情報や施設利用情報などの効果的な

提供に努める。 

  青少年の健全育成については、活動を推進するため、家庭、地域、学校、行政が一体となり青

少年の文化、芸術、スポーツなどの活動や自然環境美化や福祉などの地域ボランティア活動に対

する意識の高揚を図り、異年齢世代の人々との交流ができる機会や施設の提供に努める。海外ホ

ームステイなど、国際交流事業を展開し、国際感覚を備えた青少年を育成する。青少年育成町民

会議などの組織強化を図り、町民の理解と協力のもと、非行防止体制の強化による青少年の健全

育成にふさわしい環境づくりを推進し、豊かな社会性と創造性を身につけた心身ともにたくまし

い青少年の育成を推進する。 
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（３）事業計画（平成２８年度～平成３２年度）                                                    

自立促進施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備  考  

６ 教育の振興 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 学校教育

関連施設 

校  舎 

 

教職員住宅 

 

スクールバス・ボ

ート 

その他 

 

 

   

神渕小学校大規模修繕工事 七宗町 
   

上麻生・神渕教員住宅外壁修繕工

事 
七宗町 

   

  
   

パソコン導入事業 七宗町 
   

（３）集会施設、

体育施設等 

公民館 

 

集会施設 

 

 

 

体育施設 

 

 

神渕公民館空調設備更新事業 

 

七宗町 

   

木の国七宗コミュニティーセンタ

ー外壁改修事業 
七宗町 

 

  
 

七宗町体育館大規模改修事業 七宗町 
 

七宗町体育館外壁改修事業 七宗町 
 

（４）過疎地域自

立促進特別事業 

 

 

 

 

 

外国語指導業務委託事業 七宗町 
 

教育・生活支援員事業 七宗町 
 

レッキーマラソン事業 七宗町 
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自立促進施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 実施主体 備  考 

 (５)その他 

 
  

 

 
  

（注）市町村以外の者（市町村の出資する第３セクター及び一部事務組合を含む。）が実施する

事業で、当該市町村が経費について負担又は補助するものについても記載すること。   

      この場合、事業内容については、全体の事業内容を記載すること。（代行事業については、

記載不要）また、地域総合整備資金（無利子資金）貸付制度のように、融資事業に係るもの

についても記載すること。この場合、融資先の事業内容については備考欄に記載すること。 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

①七宗町体育館 

建設後 37 年を経過した施設であり、更新時期も近づきつつあるが、本町の運動拠点であるた

め、今後も継続して維持管理運営を進めていくため、建物・設備の主要な修繕を進めていく。 

今後は、予防修繕を計画的に進め、長寿命化を図り、将来コストを抑制していく。 

②小・中学校 

学校施設は、本町が保有する公共建築物としては、施設数・延床面積ともに最も大きく、特に

神渕・上麻生両小学校は建設からの 50 年近く経過しており、老朽化が進んでいる。また、少子

化により児童・生徒の数が減少している。 

こうした状況を踏まえ、文部科学省から指針が示されている「学校長寿命化計画」の策定に取

り組み、今後の施設の改修・統合などについて具体的に検討を進めていく。 

③給食センター 

建設後 3 年を経過したばかりの施設であるため特に改修を要しないが、施設の特性から今後、

調理機械や設備機器の修繕の発生が想定されるため、計画的に修繕するなど検討を進めていく。 

④教員住宅 

建設後 30 年を経過しており、修繕の時期を迎えているため、今後、予防保全を進め長寿命化

を図るため検討を進めていく。 

 ⑤神渕公民館、木の国七宗コミュニティーセンター、七宗町開発センター 

地域コミュニティを醸成する施設として重要な役割を担っている施設であるため、今後も適正

に維持管理運営を継続していく。  

建設から一定期間を経過しており、建物・設備の修繕の必要な時期にきていることから、予防

修繕を計画的に進め、長寿命化の観点から、将来コストを抑制するよう検討する。  
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８．地域文化の振興等 

（１）現況と問題点 

  生活水準の向上や余暇時間の増大などを背景に、心の豊かさを求めて、町民の芸術や文化に対

する関心が急速に高まっている。とりわけ、水準の高い芸術を直接鑑賞したいという欲求の高ま

りとともに、自ら創造し、自己表現できる活動への欲求も高まっている。また、地域の歴史や風

土の中で培われ育まれてきた七宗の文化は、町の魅力となる重要な要素でもある。このため、今

後は文化の概念をより広くとらえ、高度な芸術文化に関する学習や鑑賞機会の提供と地域の文化

施設の整備等に努め、町民の文化意識を高め、さらに、町民の自発的な文化活動を幅広く育成し

支援していくことが必要となっている。また、文化財の保護や保存は、先人の貴重な財産を末永

く後世に伝え、町民文化を醸成するために重要なものである。本町の文化財は私的所有のもとに

管理され、その保存状況は十分なものとは言い難く、今後、民族文化指導者や後継者の育成に努

めるとともに、地道な調査を継続し、文化財の管理、保存、公開の充実を図っていく必要がある。 

 

（２）その対策 

  町民が真に豊かさを実感でき、本町に住むことを誇りと思える地域社会を築いていくため文化

情報紙などにより、芸術・文化に関する活動情報を提供し、町民の文化に対する意識の高揚を図

る。講演会や美術展、演劇、音楽会など、優れた芸術・文化に接する機会の拡充に努め、町民の

主体的な文化活動の基盤となる各種文化団体、グループなどの育成を図り、地区公民館などの計

画的整備に取り組み、地域活動の活性化を図る。「日本最古の石博物館」の展示内容の充実を図

るとともに、町内外の人が自由に参加できる継続性のあるイベントの開催等を通じ、広域的な文

化交流の展開に努める。貴重な指定文化財や潜在する価値の高い文化遺産を適切に保存し、後世

に伝えていくため、調査研究体制を充実し、保存団体の育成や町民への文化財保護思想の普及啓

発に努める。自主的に農村文化の伝承に前向きな団体や人達との連携を図り、地域に残る歴史や

民俗資料の収集と整備を進め、保管、展示等の機能をもつ民俗資料館の建設を検討する。郷土芸

能や祭の伝承のため、後継者の確保や育成を図る組織づくりを進め次代に継承していくために学

校教育、生涯教育と連携して郷土史学習を推進する。 
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（３） 事業計画（平成２８年度～平成３２年度）                                                    

自立促進施策区

分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 

備  考 

   

７ 地域文化の

振興等 

(１)地域文化振

興施設等 

その他 

  
    

  
 

(２)過疎地域自

立促進特別事業 
文化財保護事業 七宗町 

 

文化財保存補助事業 七宗町 
    

(３)その他           

（注）市町村以外の者（市町村の出資する第３セクター及び一部事務組合を含む。）が実施する

事業で、当該市町村が経費について負担又は補助するものについても記載すること。   

      この場合、事業内容については、全体の事業内容を記載すること。（代行事業については、

記載不要）                                                                   

     また、地域総合整備資金（無利子資金）貸付制度のように、融資事業に係るものについて

も記載すること。この場合、融資先の事業内容については備考欄に記載すること。      
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９．集落の整備 

（１）現況と問題点 

 本町の集落は、山々に囲まれた地形から扇状に伸びた洞々に集落が点在しており、大小さまざ

まな３２の集落から形成されている。各集落の構成戸数は、１２戸から１１２戸とまちまちであ

ることから画一的な整備は困難となっている。また、人口の減少や高齢化により集落活動は低下

の傾向にある。 

 

（２）その対策 

 集落区域の見直しについては、検討する余地はあるが点在している集落の移転などによる再編

整備は現在のところ推進する予定はない。しかし、今後は集落内においても、人口の減少や高齢

化が進み、集落維持が困難になってくる。集落を統括している区長を中心として、そこに住んで

いる人々が現状を理解し、この課題に積極的に取り組んでいく必要がある。そこで、行政として

役場職員全員を「地域サポーター」として位置づけ、集落（地域）に目配りし、集落の相談員と

して集落の支援員として推進していく。また、若者の定住の促進やＵ．Ｊ．Ｉターンによる人口

の増加や他地域への人口流出防止のために集落（地域）内の空き家の利活用を検討し、集落維持

に対する施策を積極的に推進する。 
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（３）事業計画（平成２８年度～平成３２年度）                                                    

 

 

（注）市町村以外の者（市町村の出資する第３セクター及び一部事務組合を含む。）が実施する

事業で、当該市町村が経費について負担又は補助するものについても記載すること。   

      この場合、事業内容については、全体の事業内容を記載すること。（代行事業については、

記載不要）                                                                   

     また、地域総合整備資金（無利子資金）貸付制度のように、融資事業に係るものについて

も記載すること。この場合、融資先の事業内容については備考欄に記載すること。      

  

                                                                       

 

 

 

 

 

自立促進施策区

分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 

備  考 

  

８ 集落の整

備 

 

 

 

 

 

 

（１） 過疎地域

集落再編整備 

 

 

 
 

   

 
 

  

   

（２）過疎地域自

立促進特別事業 
移住定住奨励金事業 七宗町 

   

住宅取得奨励金事業 七宗町   

家賃補助事業 七宗町 
  

空き家対策等推進事業 七宗町 
 

(３)その他  
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１０．その他地域の自立促進に関し必要な事項 

（１）現況と問題点 

 本町の面積の９１％を山林が占めており、その山林の管理については、高齢化や人口減少によ

る林業従事者の減少などにより荒廃の一途をたどっている。そのため、山林が持つ水源かん養や

土砂崩壊防止などの国土保全機能も低下している。こうした中、森林組合や財産区関係者らと協

力しながら間伐、除伐等作業を行い、山林の再生のために事業を推進していく必要がある。 

  

（２）その対策 

 産業振興と環境保全の両面から、町民、事業者、行政が協働しながら間伐材並びに林地に放置

された未利用材等の森林資源を積極的に活用し、それら豊富に存在する木材を活用する方法を検

討する。  

 

 

（３）事業計画（平成２８年度～平成３２年度） 

（注）市町村以外の者（市町村の出資する第３セクター及び一部事務組合を含む。）が実施する

事業で、当該市町村が経費について負担又は補助するものについても記載すること。   

      この場合、事業内容については、全体の事業内容を記載すること。（代行事業については、

記載不要）                                                                   

     また、地域総合整備資金（無利子資金）貸付制度のように、融資事業に係るものについて

も記載すること。この場合、融資先の事業内容については備考欄に記載すること。      

                                                                           

                                                                                       

 

 

 

自立促進施策区

分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 

備  考 

   

９ その他地

域の自立促進

に関し必要な

事項 

（１）自然エネル

ギーを利用するた

めの施設 

地域新エネルギー整備事業 七宗町 
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事業計画（平成２８年度～３２年度） 過疎地域自立促進特別事業分 

自立促進施策区分 事業名（施設名） 事  業  内  容 事業主体 備考 

１ 産業の振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏まつりイベント助

成事業 

 

夏の風物詩として、町内・町外者の交流の場

所として毎年 8 月に商工会青年部による各種

イベントへの町からの負担金 

 

七宗町 

 

 

 

 

おいでよふる里まつ

り事業 

 

町民の文化活動・産業の振興を目的に毎年開

催される、町内外の人が事由に参加される交

流イベント開催による町からの負担金 

 

七宗町 

 

 

 

 

地域振興券事業 

 

町内における消費拡大をはかるため、地域振

興券事業への補助を行う 
七宗町 

 

 

商工会運営補助事業 

 

町内商工業者の育成・指導を行う商工会運営

補助を行う 
七宗町 

 

 

２ 交通通信体系

の整備、情報化及

び地域間交流の促

進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 生活環境の整

備 

 

   

 

 

 

 

４ 高齢者等の保

健及び福祉の向上

及び増進 

育児給付金事業 

 

 

少子化が進むなか多子世帯の育児に係る費

用の一部を助成する 

 

 

七宗町 

 

 

 

 

５ 医療の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 教育の振興 

 

 

 

 

 

外国語指導業務委託

事業 

国際理解、英語教育のため、外国人の指導助

手を配置し、教育の充実を図る。 
七宗町 

 

 

教育・生活支援員事

業 

児童生徒の学校生活において、学習や生活の

支援を行う 
七宗町 

 

 

レッキーマラソン事

業 

毎年 12 月に神渕地区で３つのコースにより

マラソン大会を実施、町内外から多くの参加

により実施 

 

七宗町 
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自立促進施策区分 事業名（施設名） 事  業  内  容 事業主体 備考 

７ 地域文化の振

興等 

文化財保護事業 町指定文化財の指定、調査、施設修繕を行う。  七宗町  

文化財保存補助事業 毎年４月に町内最大の春の伝統文化の祭典

実施団体に補助を行う。 
 七宗町 

 

８ 集落の整備 

 

 

 

 

 

移住定住奨励金事業 町外から転入した世帯主が４５歳未満の世

帯及び中学生以下の子どもが属する世帯へ

の奨励 

 

 七宗町 

 

住宅取得奨励金事業 町外からの転入者で、町が実施している空き

家バンク制度を活用して、世帯主として移住

し、空き家を取得・賃貸した世帯への家賃補

助 

 七宗町 
 

家賃補助事業 
 七宗町 

 

空き家対策等推進事

業 

年々増加する空き家調査を行い有効活用推

進を促進する 
 七宗町 

 

住宅新築補助事業 町外に住む方又は町内に在住する方が、住宅

を新築し、定住する場合の住宅新築補助 
 七宗町 

 

住宅改修補助事業 町外に住む方が、町が実施している空き家バ

ンク制度を利用し、空き家を取得・改修して

世帯主として移住した場合に改修費用を補

助 

 

七宗町 

 

９ その他地域の

自立促進に関し必

要な事項 

    

 


